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【
要
約
】

貴
種
は
日
本
中
世
権
門
の
上
流
階
層
の
身
分
を
表
す
概
念
で
あ
る
が
︑
そ
の
語
は
古
代
の
史
料
か
ら
も
見
ら
れ
る
︒
古
代
史
で
は
貴
種
を
天
皇

の
血
統
と
関
連
付
け
て
︑
中
世
の
貴
種
と
の
関
係
は
言
及
さ
れ
な
か
っ
た
︒
本
稿
は
︑
史
料
上
の
﹁
貴
種
﹂
の
用
例
を
検
討
し
︑
そ
の
成
立
と
転
換
の
考

察
を
通
し
て
︑
古
代
か
ら
中
世
へ
の
転
換
期
に
お
け
る
社
会
の
変
容
の
様
相
を
捉
え
る
︒
ま
ず
︑
九
世
紀
の
文
人
貴
族
に
よ
る
文
書
か
ら
﹁
貴
種
﹂
が
三

位
以
上
な
い
し
公
卿
の
子
孫
︑
ひ
い
て
は
王
臣
家
の
子
弟
を
指
す
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
︒
歴
史
学
で
は
あ
ま
り
使
わ
れ
な
か
っ
た
詩
序
を
史
料
と
し
て

活
用
し
︑
貴
族
日
記
の
記
事
を
分
析
す
る
こ
と
で
︑
持
続
的
な
公
卿
地
位
の
継
承
な
し
に
﹁
貴
種
﹂
と
称
さ
れ
る
家
柄
の
存
在
を
一
一
世
紀
後
半
か
ら
確

認
し
た
︒
同
じ
先
祖
を
持
つ
門
流
か
ら
﹁
貴
種
﹂
の
家
と
そ
う
で
な
い
家
が
分
岐
す
る
現
象
を
通
し
て
︑
一
一
世
紀
中
葉
に
は
貴
族
社
会
の
変
動
に
伴
っ

て
﹁
貴
種
﹂
の
家
が
成
立
し
︑
家
格
の
性
格
を
帯
び
る
よ
う
に
な
っ
た
﹁
貴
種
﹂
が
中
世
権
門
の
身
分
へ
と
つ
な
が
っ
た
点
を
指
摘
し
た
︒

史
林

一
〇
〇
巻
四
号

二
〇
一
七
年
七
月

は

じ

め

に

日
本
中
世
の
身
分
構
成
を
論
ず
る
際
に
用
い
ら
れ
る
学
術
用
語
の
ひ
と
つ
に
貴
種
が
あ
る
︒
黒
田
俊
雄
氏
は
中
世
の
身
分
系
列
の
ひ
と
つ
と

し
て
公
家
・
寺
社
・
武
家
と
い
っ
た
権
門
の
家
産
支
配
秩
序
を
取
り
上
げ
︑
国
家
権
力
を
分
掌
す
る
諸
権
門
の
身
分
は
公
的
に
は
﹁
権
門
体

制
﹂
と
い
う
国
家
体
制
の
も
と
に
序
列
化
す
る
と
考
え
た
︒
そ
の
身
分
系
列
に
基
づ
い
て
ま
と
め
ら
れ
た
中
世
の
基
本
的
な
身
分
構
成
が
貴
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種
・
司
︵
侍
︶
・
百
姓
・
下
人
・
非
人
で
あ
る
︒
そ
の
中
で
第
一
の
身
分
で
あ
る
貴
種
は
︑
王
家
・
摂
関
家
を
は
じ
め
と
す
る
尊
貴
な
家
柄
に

属
す
る
も
の
で
︑
権
門
と
し
て
政
治
権
力
を
掌
握
す
る
階
級
の
身
分
と
し
て
把
握
さ
れ
た
︒
第
二
の
身
分
の
司
・
侍
は
貴
種
の
家
産
機
構
や
権

力
組
織
に
属
し
て
奉
仕
す
る
も
の
で
︑
貴
種
と
司
・
侍
の
間
に
は
四
・
五
位
あ
た
り
を
境
に
明
確
な
区
別
が
存
在
し
た
と
い
う①
︒
髙
橋
昌
明
氏

は
こ
れ
を
踏
ま
え
て
︑
官
職
昇
進
コ
ー
ス
の
固
定
化
が
貴
族
社
会
の
中
世
的
な
家
格
を
決
定
す
る
要
素
で
あ
り
︑
そ
れ
は
国
家
機
構
の
存
在
を

前
提
と
し
た
位
階
・
官
職
に
基
づ
く
と
み
た
︒
そ
し
て
︑
家
格
形
成
の
画
期
の
ひ
と
つ
で
あ
る
一
一
世
紀
中
葉
に
は
︑
貴
族
社
会
の
諸
家
が
貴

種
と
呼
ば
れ
る
公
卿
・
諸
大
夫
︵
殿
上
人
・
地
下
︶
と
そ
れ
以
下
の
侍
の
家
に
分
化
し
た
と
さ
れ
る②
︒
つ
ま
り
︑
先
行
研
究
に
よ
れ
ば
︑
中
世

の
貴
種
は
貴
族
社
会
に
お
い
て
国
家
の
官
位
を
基
準
と
し
て
規
定
さ
れ
た
身
分
で
あ
る
︒

も
っ
と
も
︑
黒
田
氏
は
中
世
史
料
に
現
れ
る
﹁
貴
種
﹂
の
語
を
用
い
て
権
門
体
制
に
お
け
る
諸
権
門
の
上
流
階
級
の
身
分
を
表
し
て
お
り
︑

そ
の
言
葉
は
純
粋
な
史
料
用
語
と
は
い
え
な
い
︒
﹁
貴
種
﹂
は
す
で
に
九
世
紀
の
史
料
に
も
見
ら
れ
︑
実
は
古
代
史
の
研
究
に
お
い
て
も
以
前

か
ら
言
及
さ
れ
て
き
た
言
葉
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
橋
本
義
彦
氏
は
皇
親
出
身
で
賜
姓
さ
れ
た
源
氏
が
そ
の
出
自
の
た
め
に
最
高
の
貴
種
と
し

て
優
遇
さ
れ
た
と
み
た③
︒
宇
根
俊
範
氏
は
︑
源
氏
の
誕
生
と
官
界
へ
の
進
出
に
よ
り
他
の
氏
族
と
は
隔
絶
し
た
地
位
を
持
つ
源
平
の
貴
種
氏
族

が
登
場
し
︑
そ
れ
に
伴
い
九
世
紀
に
は
血
の
論
理
に
基
づ
く
貴
種
の
観
念
が
生
ま
れ
た
と
指
摘
し
た④
︒
こ
う
し
た
天
皇
の
血
を
引
く
も
の
を
貴

種
と
捉
え
る
見
解
に
従
え
ば
︑
藤
原
氏
は
源
氏
と
は
逆
に
律
令
官
僚
の
家
柄
と
し
て
貴
族
社
会
に
優
位
を
占
め
︑
源
氏
の
貴
種
氏
族
の
レ
ベ
ル

ま
で
押
し
上
げ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る⑤
︒
そ
し
て
﹁
天
皇
の
権
威
を
媒
介
に
貴
種
性
を
獲
得
す
る
﹂
行
為
と
し
て
親
王
元
服
に
擬
制
し
た
藤
原
時

平
の
元
服
叙
爵
が
行
わ
れ
︑
時
平
・
忠
平
が
源
氏
の
人
々
と
同
じ
年
齢
で
参
議
に
列
せ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
︑
九
世
紀
末
よ
り
藤
原
氏
が
天
皇
の

血
筋
に
準
じ
て
貴
種
に
な
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る⑥
︒

し
か
し
︑
古
代
史
に
お
け
る
貴
種
の
概
念
に
は
天
皇
の
血
統
が
重
視
さ
れ
て
お
り
︑
先
に
指
摘
し
た
官
位
秩
序
に
基
づ
く
中
世
身
分
の
貴
種

と
は
一
貫
性
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
︒
古
代
の
貴
種
が
い
か
に
し
て
中
世
権
門
の
貴
種
に
つ
な
が
る
の
か
は
あ
ま
り
明
ら
か
に
な
っ
て
お
ら
ず
︑

一
一
世
紀
中
葉
に
貴
族
の
諸
家
が
貴
種
と
そ
れ
以
下
の
侍
に
分
化
す
る
と
い
う
髙
橋
氏
の
指
摘
に
つ
い
て
も
古
代
史
側
か
ら
の
言
及
は
見
当
た
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ら
な
い
︒
古
代
か
ら
中
世
へ
の
転
換
期
と
い
う
日
本
史
上
の
重
要
な
時
期
を
論
ず
る
上
で
︑
﹁
貴
種
﹂
は
有
効
な
分
析
視
角
に
な
り
得
る
た
め
︑

古
代
・
中
世
の
﹁
貴
種
﹂
に
対
す
る
整
合
的
な
理
解
が
必
要
と
考
え
る
︒

本
稿
で
は
︑
一
般
的
に
通
用
す
る
術
語
の
貴
種
に
対
し
て
︑
史
料
上
の
表
現
お
よ
び
そ
れ
に
基
づ
い
た
概
念
を
﹁
貴
種
﹂
と
表
記
す
る
︒
こ

れ
ま
で
﹁
貴
種
﹂
に
つ
い
て
の
専
論
は
全
く
な
い
と
言
っ
て
よ
く
︑
し
か
も
日
本
の
古
代
文
学
で
扱
わ
れ
る
詩
序
を
用
い
た
議
論
は
な
か
っ
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
そ
こ
で
︑
詩
序
を
含
む
平
安
時
代
の
史
料
に
散
見
す
る
﹁
貴
種
﹂
に
注
目
し
︑
そ
れ
が
指
す
階
層
集
団
の
性
格
を
明
確
に

し
た
い
︒
本
稿
で
論
じ
る
よ
う
に
︑
﹁
貴
種
﹂
の
語
は
初
出
以
来
︑
指
示
対
象
の
集
団
に
変
化
が
見
出
せ
る
の
で
︑
そ
の
歴
史
的
変
遷
が
当
該

期
に
お
け
る
社
会
の
変
容
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
こ
と
を
解
明
し
て
い
き
た
い
︒
貴
種
は
﹁
種
﹂
す
な
わ
ち
血
筋
・
家
柄
に
関
わ
る
言
葉
で
あ

る
だ
け
に
︑
本
稿
の
検
討
を
通
し
て
︑
中
世
の
家
や
家
格
に
つ
い
て
も
新
し
い
知
見
を
得
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

①

黒
田
俊
雄
﹁
中
世
の
身
分
制
と
卑
賤
観
念
﹂
︵
同
﹃
黒
田
俊
雄
著
作
集

第
六

巻

中
世
共
同
体
論
・
身
分
制
論
﹄
法
蔵
館
︑
一
九
九
五
年
︑
初
出
は
一
九
七
二

年
︶
一
九
一
～
一
九
五
頁
︑
同
﹁
中
世
の
身
分
意
識
と
社
会
観
﹂
︵
同
書
︑
初
出

は
一
九
八
七
年
︶
二
四
四
～
二
四
七
頁
︒

②

髙
橋
昌
明
﹁
中
世
の
身
分
制
﹂
︵
同
﹃
中
世
史
の
理
論
と
方
法

日
本
封
建

社
会
・
身
分
制
・
社
会
史

﹄
校
倉
書
房
︑
一
九
九
七
年
︑
初
出
は
一
九
八
四

年
︶
一
三
〇
～
一
三
二
頁
︒

③

橋
本
義
彦
﹁
源
氏
物
語
の
舞
台
﹂
︵
同
﹃
平
安
貴
族
﹄
平
凡
社
︑
一
九
八
六
年
︑

初
出
は
一
九
七
五
年
︶
一
四
頁
︒

④

宇
根
俊
範
﹁
律
令
制
下
に
お
け
る
改
賜
姓
に
つ
い
て

朝
臣
賜
姓
を
中
心
と

し
て

﹂
︵
﹃
史
学
研
究
﹄
一
四
七
︑
一
九
八
〇
年
︶
一
三
頁
︑
同
﹁
氏
爵
と
氏

長
者
﹂
︵
坂
本
賞
三
編
﹃
王
朝
国
家
国
政
史
の
研
究
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
八
七

年
︶
六
七
頁
︒

⑤

橋
本
義
彦
﹁
貴
族
政
権
の
政
治
構
造
﹂
︵
注
③
前
掲
書
︑
初
出
は
一
九
七
六
年
︶

一
〇
二
～
一
〇
四
頁
︑
宇
根
俊
範
﹁
律
令
制
下
に
お
け
る
改
賜
姓
に
つ
い
て
﹂
一

三
頁
︒

⑥

服
藤
早
苗
﹁
元
服
と
家
の
成
立
過
程

平
安
貴
族
の
元
服
と
叙
位

﹂

︵
同
﹃
家
成
立
史
の
研
究
﹄
校
倉
書
房
︑
一
九
九
一
年
︑
初
出
は
一
九
八
九
年
︶

二
八
七
年
︑
米
田
雄
介
﹁
貴
種
に
な
っ
た
藤
原
氏
﹂
︵
﹃
本
郷
﹄
四
一
︑
二
〇
〇
二

年
︶
二
八
頁
︒
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第
一
章

九
世
紀
の
﹁
貴
種
﹂

第
一
節

初

出

例

の

検

討

﹁
貴
種
﹂
の
歴
史
的
変
遷
を
た
ど
る
に
あ
た
っ
て
︑
ま
ず
は
史
料
上
に
出
現
す
る
﹁
貴
種
﹂
の
用
例
と
し
て
最
も
早
い
も
の
に
着
目
し
︑
そ

の
語
義
を
確
認
す
る
こ
と
に
し
よ
う
︒
そ
れ
は
天
長
四
年
︵
八
二
七
︶
六
月
一
三
日
太
政
官
符
に
引
用
さ
れ
た
都
腹
赤
牒
で
あ
る
︒

︻
史
料
一
︼
﹃
本
朝
文
粋
﹄
巻
二
︑
官
符
︑
天
長
四
年
︵
八
二
七
︶
六
月
一
三
日
太
政
官
符

太
政
官
符

応
鰯
補
壱
文
章
生
幷
得
業
生
一
復
芋
旧
例
茨
事

格

右
得
壱
式
部
省
解
一
偁
︑
大
学
寮
解
偁
︑
文
章
博
士
正
五
位
下
都
宿
禰
腹
赤
牒
偁
︑
天
平
二
年

（

七

三

〇

）
三
月
廿
七
日
格
偁
︑
文
章
生
廿
人
︑
簡
壱-
取
雑
任
及
白
丁
聡
恵

〔

¼

〕一︑

不
飲
須
飲
限
壱
年
多
少
一
者
︒
而
省
去
弘
仁
十
一
年

（

八

二

〇

）
十
二
月
八
日
符
偁
︑
太
政
官
去
十
一
月
十
五
日
符
偁
︑
案
壱
唐
式
一︑
照

〔

昭

〕文
・
崇
文
両
舘
学
生
︑
取
壱
三
品
已
上

子
孫
一︑
不
飲
選
壱
凡
流
一︒
今
須
鰯
文
章
生
者
取
壱
良
家
子
弟
一︑
寮
試
壱
詩
若
賦
一
補
飲
之
︑
選
壱
生
中
稍
進
者
一︑
省
更
覆
試
︑
号
為
壱
俊
士
一︑
取
壱
俊
士
翹
楚
者
一︑
為
芋

秀
才
生
茨
者
︒
今
謂
壱
良
家
一︑
偏
拠
壱
符
文
一︑
似
飲
謂
壱
三
位
已
上
一︒
縦
果
如
壱
符
文
一︑
有
飲
妨
壱
学
道
一︒
何
者
︑
大
学
尚
飲
才
之
処
︑
養
飲
賢
之
地
也
︒
天
下
之
俊
咸

来
︑
海
内
之
英
並
萃
︒
游
夏
之
徒
︑
元
非
壱
卿
相
之
子
一︒
楊
馬
之
輩
︑
出
飲
自
壱
寒
素
之
門
一︒
高
才
未
壱
必
貴
種
一︑
貴
種
未
壱
必
高
才
一︒
且
夫
王
者
之

（
マ
マ
）用

飲
人
︑
唯

才
是
貴
︒
朝
為
壱
廝
養
一︑
夕
登
壱
公
卿
一︒
而
況
区
区
生
徒
︑
何
拘
壱
門
資
一︒
竊
恐
悠
悠
後
進
︑
因
飲
此
解
体
︒
︵
中
略
︶
望
請
︑
︵
中
略
︶
選
壱
文
章
生
一︑
依
壱
天
平

格
一︒
謹
請
壱
処
分
一
者
︒
寮
依
壱
解
状
一︑
申
壱-
送
省
一︒
省
依
壱
解
状
一︑
請
壱
官
裁
一
者
︒
︵
後
略
︶

天
平
二
年
︵
七
三
〇
︶
当
時
︑
文
章
生
は
定
員
二
〇
人
で
︑
雑
任
お
よ
び
白
丁
の
中
か
ら
聡
明
で
知
恵
の
あ
る
人
が
選
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
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て
い
た
︒
し
か
し
︑
弘
仁
一
一
年
︵
八
二
〇
︶
三
品
以
上
の
子
孫
を
取
っ
て
凡
流
を
選
ば
な
い
と
い
う
唐
の
昭
文
・
崇
文
館
の
学
生
選
抜
基
準

に
則
っ
て
︑
文
章
生
も
﹁
良
家
子
弟
﹂
を
取
る
よ
う
に
基
準
が
変
更
さ
れ
た
︒
﹁
貴
族
化
政
策
﹂
と
も
い
わ
れ
る①
︑
貴
族
に
よ
る
文
章
科
の
独

占
の
試
み
に
対
し
て
︑
そ
の
翌
年
文
章
博
士
に
就
任
し
た②
都
腹
赤
は
異
を
唱
え
た
︒
弘
仁
一
一
年
官
符
に
見
え
る
﹁
良
家
﹂
は
三
位
以
上
に
あ

た
り
︑
三
位
以
上
の
高
位
高
官
の
子
弟
に
限
っ
て
文
章
生
を
選
抜
す
る
こ
と
は
学
問
の
道
を
妨
げ
る
と
腹
赤
は
述
べ
て
い
る
︒
な
ぜ
な
ら
大
学

に
集
ま
る
俊
英
た
ち
は
必
ず
し
も
卿
相
の
子
で
は
な
く
︑
卑
し
い
家
柄
の
出
身
者
も
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
高
い
才
能
を
持
つ
人
は
必

ず
し
も
﹁
貴
種
﹂
で
は
な
く
︑
﹁
貴
種
﹂
の
人
は
必
ず
し
も
高
い
才
能
を
持
っ
て
は
い
な
い
︒
君
主
は
た
だ
才
能
を
貴
ぶ
の
み
で
あ
り
︑
才
能

が
あ
れ
ば
卑
し
い
役
目
の
人
で
も
公
卿
に
ま
で
昇
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
︑
学
生
の
門
資
に
こ
だ
わ
る
必
要
は
な
い
と
い
う
︒
そ
こ
で
腹
赤
は
文

章
生
の
選
抜
基
準
を
も
と
に
戻
す
こ
と
を
主
張
し
な
が
ら
﹁
貴
種
﹂
の
語
を
使
用
し
た
の
で
あ
る
︒

︻
史
料
一
︼
に
見
え
る
﹁
貴
種
﹂
は
卿
相
の
子
に
あ
た
り
︑
良
家
子
弟
︑
す
な
わ
ち
三
位
以
上
の
子
弟
を
意
味
す
る
と
い
え
る
︒
弘
仁
一
一

年
に
お
け
る
政
策
変
更
の
根
拠
と
な
っ
た
唐
の
昭
文
︵
の
ち
に
弘
文
に
改
名
︶
・
崇
文
生
に
関
す
る
記
述
を
み
る
と
︑
弘
文
・
崇
文
生
は
﹁
縁
壱
是

貴
冑
子
孫
一︑
多
有
飲
不
飲
専
壱
経
業
一
﹂
と
さ
れ③
︑
三
品
以
上
の
子
孫
か
ら
選
ば
れ
た
彼
ら
は
﹁
貴
冑
子
孫
﹂
と
称
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
﹁
貴

冑
﹂
と
は
貴
い
家
柄
の
子
孫
の
こ
と
で
︑
三
品
以
上
の
官
人
に
対
す
る
﹁
貴
冑
﹂
の
表
現
は
︻
史
料
一
︼
の
﹁
貴
種
﹂
と
共
通
し
て
い
る
︒
三

品
︵
三
位
︶
以
上
と
﹁
貴
﹂
の
関
係
か
ら
︑
名
例
律


六
議
・
議
貴
条
の
﹁
六
議
︑
議
飲
貴
︒
︿
謂
︑
三
位
以
上
︒
﹀
﹂
と
い
う
条
文
を
連
想
す
る

こ
と
も
さ
ほ
ど
難
し
く
な
い
︒
要
す
る
に
︑
腹
赤
の
い
う
﹁
貴
種
﹂
は
三
位
以
上
︑
ま
た
は
公
卿
︵
卿
相
︶
と
い
っ
た
高
位
高
官
の
子
孫
を
指

す
言
葉
で
あ
っ
た
︒

腹
赤
は
文
章
生
出
身
で
文
章
博
士
に
な
っ
た
経
歴
を
持
ち
︑
古
代
中
国
の
歴
史
書
や
詩
文
に
精
通
し
て
い
た
こ
と
を
思
え
ば
︑
彼
が
使
用
し

た
﹁
貴
種
﹂
の
語
は
や
は
り
古
代
中
国
の
文
献
に
見
え
る
表
現
を
受
け
容
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る④
︒
そ
の
用
例
を
見
て
み
る
と
︑
匈
奴
の
呼

衍
氏
・
蘭
氏
・
須
卜
氏
の
三
姓
は
大
臣
の
官
職
を
世
襲
す
る
﹁
貴
種
﹂
と
称
さ
れ⑤
︑
後
漢
以
来
高
官
を
代
々
出
し
続
け
た
名
門
太
原
王
氏
出
身

の
王
¼
龍
は
﹁
真
貴
種
矣
﹂
と
褒
め
称
え
ら
れ
た⑥
︒
こ
れ
は
高
位
高
官
の
家
柄
ま
た
は
そ
の
出
身
者
を
指
し
て
お
り
︑
い
ず
れ
も
君
主
の
姓
で
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は
な
い
貴
族
の
家
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
︒
も
っ
と
も
︑
異
民
族
の
首
長
や
異
国
の
君
主
の
家
柄
を
﹁
貴
種
﹂
と
呼
ぶ
例
も
見
ら
れ
る
︒

た
と
え
ば
︑
西
突
厥
可
汗
を
出
し
た
阿
史
那
氏
は
﹁
陰
山
貴
種
︑
代
雄
壱
沙
漠
一
﹂
と
さ
れ⑦
︑
靺
鞨
酋
長
の
家
の
出
で
あ
る
李
多
祚
は
﹁
三
韓
貴

種
︑
百
戦
余
雄
﹂
と
称
え
ら
れ
た⑧
︒
そ
れ
で
も
こ
れ
ら
の
例
は
中
国
の
皇
帝
に
臣
従
す
る
異
民
族
や
異
国
出
身
の
人
に
限
ら
れ
て
お
り
︑
皇
帝

や
皇
族
を
﹁
貴
種
﹂
と
称
し
た
例
は
全
く
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
見
当
た
ら
な
い
︒
つ
ま
り
︑
古
代
中
国
の
文
献
に
見
え
る
﹁
貴
種
﹂
は
臣
下
の

貴
族
の
家
柄
︑
高
位
高
官
の
子
孫
に
関
わ
る
概
念
で
あ
る
︒
腹
赤
に
よ
る
﹁
貴
種
﹂
の
用
例
も
ま
た
同
様
な
の
で
あ
る
︒

腹
赤
と
同
じ
く
文
章
生
出
身
で
文
章
博
士
を
歴
任
し
た
菅
原
道
真
も
﹁
貴
種
﹂
の
語
を
用
い
て
作
文
し
て
い
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
︒
そ

の
用
例
か
ら
︑
﹁
貴
種
﹂
が
都
腹
赤
と
い
う
一
個
人
に
よ
る
表
現
に
止
ま
る
の
で
は
な
く
︑
や
は
り
中
国
文
献
に
対
す
る
知
識
を
背
景
と
し
て

文
章
道
関
係
者
た
ち
に
よ
っ
て
同
じ
意
味
合
い
で
使
用
さ
れ
た
と
推
測
で
き
る
か
ら
で
あ
る
︒
昌
泰
二
年
︵
八
九
九
︶
道
真
が
右
大
臣
に
任
じ

ら
れ
た
時
に
奉
っ
た
一
回
目
の
辞
職
表
を
見
て
み
よ
う
︒

︻
史
料
二
︼
﹃
菅
家
文
草
﹄
巻
一
〇
︑
表
状
︑
辞
右
大
臣
職
第
一
表⑨

臣
道
ー

（

真

）言
︒
伏
奉
壱
今
月
十
四
日
詔
旨
一︑
以
飲
臣
任
壱
右
大
臣
一︒
仰
戴
壱
天
慈
一︑
不
飲
知
飲
所
飲
措
︒
︿
中
謝
﹀
臣
地
非
壱
貴
種
一︑
家
是
儒
林
︒
偏
因
壱
太
上
皇

（
宇
多
天
皇
）往
年
抜

擢
之
恩
一︑
自
至
壱
諸
公
卿
今
日
昇
進
之
次
一︒
無
飲
寝
無
飲
食
︑
以
思
以
慮
︑
人
心
已
不
壱
縦
容
一︒
鬼
瞰
必
加
壱
睚
眦
一︒
伏
願
︑
陛
下
高
廻
壱
聖
鑒
一︑
早
罷
壱
臣
官
一︒

非
鰯
唯
不
院
奪
壱
志
於
匹
夫
一︑
亦
復
得
飲
従
壱
望
於
衆
庶
一︒
不
飲
堪
壱
懇
款
屛
営
之
至
一︑
上
表
以
聞
︒
臣
道
ー

（

真

）誠
惶
誠
恐
︑
頓
首
々
々
︑
死
罪
々
々
︒
謹
言
︒

昌
泰
二
年

（

八

九

九

）
二
月
廿
七
日

正
三
位
守
右
大
臣
兼
行
右
近
衛
大
将
臣
菅
原
朝
臣

道
真
は
自
分
の
門
地
が
﹁
貴
種
﹂
で
は
な
く
︑
家
は
儒
林
な
の
に
︑
往
年
宇
多
天
皇
か
ら
抜
擢
の
恩
を
受
け
た
た
め
に
︑
今
は
諸
公
卿
の
昇

進
次
第
に
到
達
し
た
と
い
う
︒
寝
ず
食
わ
ず
で
考
え
て
み
れ
ば
︑
自
分
の
大
臣
就
任
は
世
間
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
は
ず
な
の
で
︑
辞
職
を
申

し
出
て
い
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
辞
職
表
な
る
も
の
は
高
官
へ
の
就
任
に
際
し
て
形
式
的
に
出
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
︑
道
真
が
本
心
で
︻
史
料
二
︼
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の
内
容
通
り
に
辞
職
を
希
望
し
て
い
た
と
は
限
ら
な
い
︒
そ
れ
に
し
て
も
︑
道
真
は
大
臣
任
官
に
対
す
る
世
間
の
目
を
あ
る
程
度
は
意
識
し
て

お
り
︑
大
臣
と
し
て
不
適
格
で
あ
る
理
由
と
し
て
﹁
貴
種
﹂
で
は
な
い
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
︒
道
真
の
い
う
﹁
貴
種
﹂
は
大
臣
と
い
う
高
官
に

就
任
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
家
柄
の
こ
と
で
あ
っ
て
︑
前
節
で
触
れ
た
﹁
貴
種
﹂
の
概
念
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
の
で
あ
る
︒

米
田
雄
介
氏
は
︑
道
真
の
右
大
臣
就
任
の
日
に
藤
原
時
平
が
左
大
臣
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
︑
道
真
は
時
平
の
家
柄
を
念
頭
に
置
い

て
﹁
貴
種
﹂
の
表
現
を
用
い
た
と
述
べ
た
︒
但
し
︑
米
田
氏
は
あ
る
家
が
貴
種
に
な
る
た
め
に
は
﹁
皇
統
に
準
ず
る
よ
う
な
血
統
を
有
す
る
﹂

必
要
が
あ
る
と
し
︑
藤
原
氏
が
﹁
源
氏
と
同
じ
年
齢
で
参
議
に
列
せ
ら
れ
﹂
る
時
平
・
忠
平
の
代
に
至
っ
て
貴
種
に
な
っ
た
と
み
た⑩
︒
こ
の
見

解
に
よ
る
と
︑
天
皇
の
血
統
︑
ま
た
は
そ
れ
に
準
ず
る
血
統
性
の
確
保
が
貴
種
の
判
断
基
準
と
な
る
が
︑
果
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
︒
辞
職

表
が
提
出
翌
日
に
返
さ
れ
て
五
日
後
︑
道
真
は
二
回
目
の
辞
職
表
を
出
し
た
が
︑
こ
こ
に
は
﹁
貴
種
﹂
の
意
味
が
よ
り
明
確
に
さ
れ
て
い
る
︒

︻
史
料
三
︼
﹃
菅
家
文
草
﹄
巻
一
〇
︑
表
状
︑
重
請
解
右
大
臣
職
第
二
表⑪

臣
道
ー

（

真

）言
︒
去
月
廿
八
日
︑
中
使
従
四
位
上
修
理
大
夫
兼
行
左
近
衛
中
将
︑
備
前
権
守
在
原
朝
臣
友
于
至
︑
奉
壱-
宣
恩
旨
一︑
返
壱
臣
上
表
一︒
天
無
飲
不
飲
覆
︑
為

飲
臣
何
約
壱
其
周
一︒
日
無
飲
不
飲
臨
︑
為
飲
臣
何
韜
壱
其
照
一︒
︿
中
謝
﹀
臣
初
挙
壱
秀
才
一︑
後
為
壱
博
士
一︒
頻
遷
不
飲
止
︑
俄
忝
壱
崇
班
一︒
曩
者
孫
弘
高
弟
︑
韋
賢
大
儒
︑

至
鰯
其
居
壱
専
統
一
而
属
芋
具
瞻
茨︑
則
年
已
耆
与
壱
学
逾
明
一
也
︒
以
飲
年
言
飲
之
︑
臣
少
壱
於
弘
一
二
十
年
︒
以
飲
学
論
飲
之
︑
臣
不
飲
及
飲
賢
千
万
里
︒
況
復
当
時
納
言

居
壱
臣
下
一
者
︑
将
相
貴
種
︑
宗
室
清
流
︒
皆
是
臣
抱
壱
書
巻
一︑
遊
壱
黌
門
一
之
日
︑
位
望
先
貴
︑
冠
蓋
自
高
︒
臣
若
不
飲
獲
飲
已
︑
可
飲
就
壱
朝
列
一︑
猶
鰯
踞
壱
炉
炭
一

以
待
壱
焼
亡
一︑
履
壱
冶
氷
一
而
期
芋
陥
没
茨
矣
︒
︵
中
略
︶
伏
惟
︑
陛
下
追
廻
壱
寵
命
一︑
賜
鰯
解
壱
臣
官
一︑
改
授
壱
其
人
一︑
俾
芋
賢
得
院
路
︒
不
飲
任
壱
戦
越
兢
惕
之
至
一︒
謹

再
奉
飲
表
︑
陳
乞
以
聞
︒
臣
道
ー

（

真

）誠
惶
誠
恐
︑
頓
々
首
々
︑
死
々
罪
々
︒
謹
言
︒

昌
泰
二
年

（

八

九

九

）
三
月
四
日

正
三
位
守
右
大
臣
云
々

道
真
は
︑
自
分
が
秀
才
で
登
用
さ
れ
て
博
士
と
な
り
︑
頻
り
に
昇
進
を
重
ね
て
俄
か
に
高
位
高
官
に
到
達
し
た
が
︑
博
士
出
身
で
七
七
歳
で
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丞
相
に
な
っ
た
公
孫
弘
に
比
べ
て
年
齢
も
ま
だ
若
く
︑
大
儒
と
呼
ば
れ
た
韋
賢
よ
り
学
才
も
な
け
れ
ば
︑
現
在
自
分
の
部
下
と
な
る
納
言
た
ち

は
み
な
﹁
将
相
貴
種
︑
宗
室
清
流
﹂
で
︑
自
分
が
学
生
で
あ
っ
た
頃
に
は
み
な
高
位
高
官
に
就
い
て
い
た
と
述
べ
た
︒
こ
の
ま
ま
大
臣
職
に
居

続
け
れ
ば
危
険
な
状
況
に
立
た
さ
れ
る
の
で
︑
再
び
解
官
を
願
い
出
た
の
で
あ
る
︒
こ
こ
で
﹁
貴
種
﹂
に
﹁
将
相
﹂
と
い
う
言
葉
が
つ
い
て
い

る
こ
と
に
注
目
さ
れ
た
い
︒
﹁
将
相
貴
種
﹂
は
将
軍
や
宰
相
を
出
す
高
貴
な
家
柄
の
こ
と
で
︑
皇
族
出
身
を
指
す
﹁
宗
室
清
流
﹂
な
る
表
現
と

は
対
比
を
な
し
て
い
る
︒
昌
泰
二
年
当
時
の
納
言
に
は
︑
大
納
言
の
藤
原
高
藤
・
源
光
︑
中
納
言
の
藤
原
国
経
・
源
希
が
い
た⑫
︒
仁
明
天
皇
の

皇
子
で
あ
る
源
光
︑
そ
し
て
嵯
峨
天
皇
の
孫
で
あ
る
源
希
が
﹁
宗
室
清
流
﹂
に
あ
た
る
と
す
れ
ば
︑
藤
原
北
家
出
身
の
高
藤
・
国
経
は
﹁
将
相

貴
種
﹂
と
称
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
︒
藤
原
氏
は
︑
鎌
足
や
不
比
等
と
い
っ
た
先
祖
た
ち
の
勲
功
に
よ
っ
て
︑
八
世
紀
に
は
子
孫
か
ら
高
位
高
官

が
相
次
ぎ
︑
代
々
公
卿
を
出
し
続
け
て
い
た⑬
︒
延
暦
一
二
年
︵
七
九
三
︶
に
は
﹁
累
代
相
承
︑
摂
飲
政
不
飲
絶
﹂
と
さ
れ
︑
他
氏
族
に
優
越
し
た

地
位
を
認
め
ら
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た⑭
︒
こ
の
よ
う
に
相
次
ぐ
高
位
高
官
の
輩
出
は
藤
原
氏
の
基
本
的
な
性
格
で
あ
り
︑
藤
原
氏
を
﹁
貴
種
﹂
た

ら
し
め
る
根
拠
で
あ
っ
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
官
位
秩
序
に
基
づ
く
高
位
高
官
の
﹁
貴
種
﹂
の
概
念
に
変
わ
り
は
な
く
︑
藤
原
氏
は
時
平
以
前
に

も
す
で
に
﹁
貴
種
﹂
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
︑
三
位
以
上
な
い
し
公
卿
の
子
孫
で
あ
る
こ
と
が
﹁
貴
種
﹂
の
条
件
と
な
る
︒
但
し
︑
道
真
は
や
や
変
則
的
な

言
葉
の
使
い
方
を
し
て
い
る
︒
道
真
は
︻
史
料
二
︼
で
自
分
の
家
柄
を
﹁
貴
種
﹂
で
は
な
い
と
述
べ
た
が
︑
実
際
は
祖
父
清
公
も
父
是
善
も
公

卿
に
列
し
︑
最
終
的
に
は
従
三
位
に
叙
さ
れ⑮
︑
前
述
し
た
﹁
貴
種
﹂
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
︒
そ
れ
で
も
道
真
が
﹁
貴
種
﹂
を
自
称
し
な
か

っ
た
の
は
︑
お
そ
ら
く
藤
原
氏
と
の
対
比
を
念
頭
に
置
い
た
表
現
で
あ
っ
た
ろ
う
︒
菅
原
氏
は
藤
原
氏
に
比
べ
て
改
賜
姓
の
時
期
も
遅
く
︑
公

卿
へ
の
進
出
の
歴
史
も
浅
か
っ
た
た
め
︑
肩
を
並
べ
る
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
し
︑
累
代
高
位
高
官
と
し
て
国
政
を
担
当
す
る
﹁
貴
﹂
の
家
柄
に

対
し
て
学
問
を
専
門
と
す
る
儒
林
の
家
と
い
う
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
つ
け
た
と
推
測
さ
れ
る
︒
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第
二
節

王
臣
家
と
の
関
係

道
真
の
変
則
的
な
言
葉
遣
い
の
例
は
も
う
ひ
と
つ
挙
げ
ら
れ
る
︒
道
真
は
皇
女
に
対
し
て
も
﹁
貴
種
﹂
の
表
現
を
使
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

︻
史
料
四
︼
﹃
菅
家
文
草
﹄
巻
七
︑
議
︑
皇
帝
為
族
曽
祖
姑
太
皇
大
后
製
服
幷
令
天
下
素
服
議

検
壱
開
元
礼
一
曰
︑
皇
帝
本
服
︑
大
功
以
上
親
喪
︑
皇
帝
不
飲
視
飲
事
三
日
︒
又
曰
︑
緦
麻
三
月
︒
成
人
正
服
︑
為
壱
族
曽
祖
姑
在
飲
室
者
一
報
︒〈
曽
祖
之
姉
妹
︒
﹀

皇
帝
所
飲
絶
︑
傍
親
無
飲
服
者
︑
皇
帝
皇
子
︑
為
飲
之
降
壱
一
等
一︒
又
案
壱
本
朝
令
一
曰
︑
皇
帝
二
等
以
上
親
︑
若
散
一
位
喪
︑
皇
帝
不
飲
視
飲
事
三
日
︒
三
等
以
上

親
︑
百
官
三
位
以
上
喪
︑
皇
帝
皆
不
飲
視
飲
事
一
日
︒
義
解
曰
︑
不
飲
視
飲
事
三
日
者
︑
唯
為
壱
三
月
以
上
服
一
故
也
︒
然
則
太
皇
大

（
マ
マ
）后
者
︑
皇
帝
之
族
曽
祖
姑
︑

天
子
之
宜
飲
無
壱
服
制
一
者
也
︒
故
本
朝
不
飲
列
壱
五
等
之
親
一︑
々
遠
也
︒
唐
制
猶
絶
壱
三
月
之
服
一︑
々
軽
也
︒
明
知
︑
皇
帝
廃
飲
事
︑
証
拠
无
飲
文
︑
天
下
素
服
︑

因
循
不
例
︒
唯
太
皇
后
之
尊
名
︑
内
親
王
之
貴
種
︑
礼
制
雖
飲
無
壱
正
文
一︑
同
家
宜
飲
有
壱
別
議
一︒

元
慶
三
年

（

八

七

九

）
三
月
二
十
五
日

従
五
位
上
式
部
少
輔
兼
文
章
博
士
菅
原
朝
臣
某

（
道
真
）定

元
慶
三
年
︵
八
七
九
︶
三
月
二
三
日
︑
太
皇
太
后
の
正
子
内
親
王
が
亡
く
な
っ
た⑯
︒
嵯
峨
天
皇
の
皇
女
で
あ
る
正
子
内
親
王
は
当
時
在
位
中

の
陽
成
天
皇
に
と
っ
て
曽
祖
父
の
姉
妹
︵
族
曽
祖
姑
︶
に
あ
た
る
が
︑
日
本
に
は
族
曽
祖
姑
の
死
に
対
す
る
天
皇
の
服
制
の
規
定
が
な
か
っ
た
︒

こ
の
問
題
を
検
討
し
た
道
真
は
︑
確
か
に
族
曽
祖
姑
の
死
に
対
す
る
天
皇
の
廃
務
お
よ
び
喪
服
の
規
定
や
先
例
は
見
当
た
ら
な
い
が
︑
正
子
内

親
王
が
太
皇
太
后
の
尊
号
を
持
ち
︑
﹁
内
親
王
の
貴
種
﹂
で
あ
っ
た
の
で
︑
別
に
議
論
す
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
を
述
べ
た
︒

前
述
の
よ
う
に
﹁
貴
種
﹂
は
皇
族
を
含
ま
な
い
異
姓
の
高
位
高
官
の
家
柄
を
指
す
言
葉
で
あ
る
︒
内
親
王
は
天
皇
家
出
身
の
女
性
な
の
で

﹁
貴
種
﹂
と
称
さ
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
︒
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
道
真
は
貴
族
の
秩
序
に
基
づ
い
た
﹁
貴
種
﹂
の
語
を
も
っ
て
皇
女
の
内
親

平安貴族社会と「貴種」（金）
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王
を
も
表
現
し
た
︒
天
皇
家
の
一
員
が
高
位
高
官
の
子
弟
と
同
列
に
﹁
貴
種
﹂
と
し
て
扱
わ
れ
る
の
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
︒

﹁
貴
種
﹂
の
語
が
日
本
の
史
料
に
現
れ
た
の
は
九
世
紀
前
半
の
こ
と
で
あ
る
が
︑
奇
し
く
も
そ
の
時
期
に
は
﹁
院
宮
王
臣
家
﹂
な
る
勢
力
が

旺
盛
な
活
動
を
展
開
し
て
い
た
︒
﹁
貴
種
﹂
が
三
位
以
上
の
子
孫
で
あ
る
こ
と
は
前
述
し
た
が
︑
そ
の
三
位
以
上
の
官
人
に
は
家
令
職
員
令
に

よ
っ
て
﹁
家
﹂
と
い
う
家
政
機
関
が
認
め
ら
れ
た
︒
と
こ
ろ
で
︑
家
令
職
員
令
に
は
一
品
か
ら
四
品
ま
で
の
親
王
・
内
親
王
の
家
に
つ
い
て
も

規
定
が
見
ら
れ
る
︒
こ
の
よ
う
な
親
王
お
よ
び
三
位
以
上
の
諸
王
・
諸
臣
の
家
を
王
臣
家
と
い
う
︒
王
臣
家
は
﹁
王
臣
勢
家⑰
﹂
と
呼
ば
れ
る
ほ

ど
権
勢
を
ふ
る
い
︑
文
章
道
の
よ
う
な
学
問
の
世
界
に
も
王
臣
家
の
勢
力
が
及
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

秀
才
・
進
士
科
に
対
応
す
る
た
め
に
登
場
し
た
文
章
道
は
公
文
書
の
漢
文
を
解
読
す
る
上
で
の
教
科
内
容
の
実
用
性
か
ら
貴
族
の
関
心
を
集

め
た
し
︑
八
世
紀
後
半
～
九
世
紀
前
半
に
は
文
章
生
が
官
吏
登
用
試
験
に
応
じ
ず
に
直
接
内
官
に
任
じ
ら
れ
る
出
身
体
系
が
確
立
し
た
と
さ
れ

る⑱
︒
文
章
生
選
抜
基
準
を
三
位
以
上
の
子
弟
と
し
た
弘
仁
一
一
年
の
﹁
貴
族
化
政
策
﹂
は
ま
さ
に
任
官
ル
ー
ト
の
確
保
の
面
で
文
章
生
に
目
を

付
け
た
王
臣
家
に
よ
る
文
章
科
の
独
占
の
試
み
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
三
位
以
上
の
﹁
良
家
﹂
と
い
う
の
は
す
な
わ
ち
王
臣
家
の
こ
と
で

あ
り
︑
腹
赤
は
王
臣
家
の
文
章
道
へ
の
進
出
の
実
態
を
表
す
た
め
に
﹁
貴
種
﹂
の
語
を
使
用
し
た
こ
と
に
な
る
︒
九
世
紀
に
お
け
る
﹁
貴
種
﹂

の
出
現
は
王
臣
家
の
勢
力
と
関
連
し
て
お
り
︑
道
真
が
そ
の
勢
力
の
一
員
に
あ
た
る
内
親
王
を
﹁
貴
種
﹂
と
呼
ん
だ
の
は
︑
あ
な
が
ち
不
思
議

な
こ
と
と
は
言
い
切
れ
ま
い
︒

要
す
る
に
︑
九
世
紀
前
半
に
出
現
し
た
﹁
貴
種
﹂
の
語
は
︑
天
皇
の
血
を
引
く
か
ど
う
か
を
基
準
と
し
た
語
で
は
な
く
︑
三
位
以
上
と
い
う

位
階
︵
と
そ
れ
に
連
動
す
る
官
職
︶
を
基
準
と
し
た
文
人
た
ち
に
よ
る
他
称
表
現
で
あ
る
が
︑
そ
れ
は
当
時
の
実
態
に
お
い
て
は
王
臣
家
の
子
弟

を
指
す
言
葉
と
し
て
機
能
し
て
い
た
︒
院
宮
王
臣
家
の
活
動
は
九
世
紀
以
降
に
も
続
き
︑
そ
の
子
弟
は
高
い
地
位
を
維
持
し
て
平
安
貴
族
社
会

の
最
上
層
を
構
成
し
た
︒
そ
し
て
王
臣
家
は
や
が
て
権
門
へ
と
発
展
し
て
い
く
︒
そ
う
し
た
側
面
か
ら
み
れ
ば
︑
﹁
貴
種
﹂
は
古
代
か
ら
権
門

の
身
分
に
関
わ
る
概
念
と
し
て
提
示
さ
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
︒
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①

桃
裕
行
﹁
平
安
時
代
初
期
の
大
学
寮
の
状
態
﹂
︵
同
﹃
桃
裕
行
著
作
集


上

代
学
制
の
研
究
︹
修
正
版
︺
﹄
思
文
閣
出
版
︑
一
九
九
四
年
︑
初
出
は
一
九
三
七

年
︶
九
三
頁
︑
古
藤
真
平
﹁
文
章
得
業
生
試
の
成
立
﹂
︵
﹃
史
林
﹄
七
四

-
二
︑
一

九
九
一
年
︶
六
六
頁
︒

②

﹃
内
裏
式
﹄
の
末
尾
に
︑
弘
仁
一
二
年
︵
八
二
一
︶
正
月
三
〇
日
付
で
﹁
文
章

博
士
従
五
位
下
兼
行
大
内
記
臣
桑
原
公
腹
赤
﹂
︵
弘
仁
一
三
年
桑
原
公
よ
り
都
宿

祢
に
改
姓
︶
と
あ
る
︒
前
任
の
文
章
博
士
菅
原
清
公
が
同
年
式
部
大
輔
に
転
じ
た

︵
﹃
続
日
本
後
記
﹄
承
和
九
年
︵
八
四
二
︶
一
〇
月
丁
丑
条
︶
こ
と
か
ら
︑
腹
赤

は
弘
仁
一
二
年
正
月
に
就
任
し
た
と
推
定
さ
れ
る
︒
ち
な
み
に
︑
腹
赤
は
天
長
二

年
︵
八
二
五
︶
に
亡
く
な
っ
た
︵
﹃
日
本
紀
略
﹄
天
長
二
年
︵
八
二
五
︶
七
月
七

日
条
︶
の
で
︑
牒
は
八
二
一
～
八
二
五
年
の
間
に
作
成
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
︒

③

﹃
唐
会
要
﹄
巻
七
七
︑
貢
挙
下
・
宏
文
崇
文
生
挙
︑
開
元
二
六
年
︵
七
三
八
︶

正
月
八
日
勅
︒

④

﹁
高
才
未
壱
必
貴
種
一︑
貴
種
未
壱
必
高
才
一
﹂
と
い
う
文
章
表
現
の
出
典
は
不
明

で
あ
る
が
︑
﹃
文
選
﹄
に
﹁
高
才
而
無
壱
貴
仕
一
﹂
︵
巻
五
四
︑
論
四
︑
劉
孝
標
﹁
辯

命
論
﹂
︶
﹁
有
壱
大
才
一
而
無
壱
貴
仕
一
﹂
︵
巻
一
〇
︑
紀
行
下
︑
潘
安
仁
﹁
西
征
賦
﹂
︶

と
い
う
文
章
が
見
ら
れ
る
の
で
参
考
に
な
る
︒
こ
こ
に
い
う
﹁
貴
仕
﹂
は
高
い
官

職
に
就
く
こ
と
を
意
味
し
︑
や
は
り
高
位
高
官
に
関
わ
る
表
現
で
あ
る
︒

⑤

﹃
史
記
﹄
巻
一
一
〇
︑
匈
奴
列
伝
︒

⑥

﹃
魏
書
﹄
巻
八
八
︑
王
¼
龍
伝
︒
太
原
王
氏
の
名
門
大
族
と
し
て
の
性
格
に
つ

い
て
は
守
屋
美
都
雄
﹃
六
朝
門
閥
の
一
研
究

太
原
王
氏
系
譜
考

﹄
︵
日

本
出
版
共
同
︑
一
九
五
一
年
︶
二
八
～
二
九
頁
︒

⑦

﹃
旧
唐
書
﹄
巻
八
九
︑
狄
仁
傑
伝
︒

⑧

﹃
旧
唐
書
﹄
巻
一
〇
九
︑
李
多
祚
伝
︒

⑨

﹃
本
朝
文
粋
﹄
巻
五
に
も
収
録
さ
れ
た
︒

⑩

米
田
雄
介
﹁
貴
種
に
な
っ
た
藤
原
氏
﹂
二
七
～
二
八
頁
︒

⑪

﹃
本
朝
文
粋
﹄
巻
五
に
も
﹁
同
第
二
表
﹂
の
題
目
で
収
録
さ
れ
た
︒

⑫

﹃
公
卿
補
任
﹄
昌
泰
二
年
︵
八
九
九
︶
条
︒

⑬

﹃
藤
氏
家
伝
﹄
下
巻
︑
武
智
麻
呂
伝
︑
﹃
続
日
本
紀
﹄
天
平
宝
字
元
年
︵
七
五

七
︶
閏
八
月
壬
戌
条
︒

⑭

﹃
日
本
紀
略
﹄
延
暦
一
二
年
︵
七
九
三
︶
九
月
丙
戌
条
︒

⑮

﹃
扶
桑
略
記
﹄
元
慶
四
年
︵
八
八
〇
︶
八
月
三
〇
日
条
︑
﹃
続
日
本
後
紀
﹄
承

和
六
年
︵
八
三
九
︶
正
月
庚
申
条
︑
﹃
日
本
三
代
実
録
﹄
貞
観
一
四
年
︵
八
七
二
︶

八
月
二
五
日
・
元
慶
三
年
︵
八
七
九
︶
一
一
月
二
五
日
条
︒

⑯

﹃
日
本
三
代
実
録
﹄
元
慶
三
年
︵
八
七
九
︶
三
月
二
三
日
条
︒

⑰

﹃
日
本
後
紀
﹄
大
同
元
年
︵
八
〇
六
︶
八
月
壬
午
条
︒

⑱

桃
裕
行
﹁
平
安
時
代
初
期
の
大
学
寮
の
状
態
﹂
八
五
～
八
六
頁
︑
岸
野
幸
子

﹁
文
章
科
出
身
者
の
任
官
と
昇
進

蔵
人
と
の
関
係
を
中
心
に

﹂
︵
﹃
お
茶

の
水
史
学
﹄
四
二
︑
一
九
九
八
年
︶
八
三
頁
︒

第
二
章

一
一
世
紀
後
半
以
後
の
﹁
貴
種
﹂

第
一
節

史
料
上
の
再
登
場

九
世
紀
の
﹁
貴
種
﹂
は
文
章
生
出
身
の
文
人
貴
族
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
文
書
に
の
み
見
ら
れ
︑
そ
れ
以
外
の
例
は
確
認
で
き
な
い
︒
そ
し
て
︑

平安貴族社会と「貴種」（金）
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一
〇
世
紀
か
ら
一
一
世
紀
前
半
に
か
け
て
は
﹁
貴
種
﹂
が
史
料
に
一
切
見
ら
れ
な
く
な
る
︒
そ
の
語
が
史
料
に
再
び
登
場
す
る
の
は
︑
そ
れ
か

ら
約
一
五
〇
年
を
経
た
一
〇
五
〇
～
六
〇
年
代
の
こ
と
で
あ
る
︒
藤
原
明
衡
に
よ
り
執
筆
さ
れ
た
詩
序
の
文
章
が
そ
れ
で
あ
る
︒
そ
れ
に
つ
い

て
は
︑
後
で
詳
し
く
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
︒

﹁
貴
種
﹂
の
史
料
上
の
再
登
場
に
関
し
て
注
意
さ
れ
る
の
は
︑
一
一
世
紀
末
か
ら
は
貴
族
の
日
記
に
も
﹁
貴
種
﹂
の
語
が
散
見
す
る
よ
う
に

な
る
と
い
う
点
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
史
料
の
残
存
状
況
に
よ
る
バ
イ
ア
ス
の
可
能
性
も
あ
り
得
よ
う
が
︑
比
較
的
に
古
記
録
が
多
く
残
さ
れ

て
い
る
摂
関
期
に
﹁
貴
種
﹂
の
用
例
が
確
認
さ
れ
な
い
の
は
興
味
深
い
︒
も
し
一
一
世
紀
末
か
ら
貴
族
の
日
記
に
お
け
る
﹁
貴
種
﹂
の
出
現
が

認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
︑
こ
の
時
期
に
﹁
貴
種
﹂
と
い
う
言
葉
が
貴
族
社
会
の
中
で
よ
り
広
く
用
い
ら
れ
て
定
着
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
︒
本
章

で
は
︑
そ
の
背
景
に
は
い
か
な
る
社
会
的
な
変
化
を
想
定
で
き
る
か
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
︒
ま
ず
は
貴
族
の
日
記
に
お
け
る
初
出
で

あ
る
︻
史
料
五
︼
を
見
て
み
よ
う
︒

︻
史
料
五
︼
﹃
中
右
記
﹄
承
徳
二
年
︵
一
〇
九
八
︶
一
〇
月
一
二
日
条

︵
前
略
︶
秉
燭
之
後
︑
探
題
法
印
権
大
僧
都
覚
真

〔
信
〕被

飲
参
之
後
︑
改
壱
勅
使
座
一︑
則
移
着
︒
／
講
読
師
退
下
︑
竪
者
参
礼
仏
︒
読
壱-
上
短
冊
一
登
壱
高
座
一︒
次
分
壱

短
冊
一︒
一
問
已
講
頼
厳
︿
及
壱
四
重
一︒
﹀
︑
次
々
問
如
飲
例
︒
／
竪
者
名
覚
樹
︿
年
二
十
︑
東
大
寺
︒
︻
三
論
︒
︼
﹀
︑
故
六
条
右
府

（
源
顕
房
）

息
︑
右
少
将
顕
雅

（

源

）
同
母
云
々
弟

〔
弟
云
々
〕︒

故
法
印
慶
信
弟
子
也
︒
論
義
骨
法
尤
得
壱
其
道
一︒
誠
是
仏
日
之
光
華
︑
法
水
之
舟
檝
者
︒
已
列
壱
三
論
之
学
徒
一︑
定
為
壱
一
宗
之
棟
梁
一
歟
︒
抑
云
壱
探
題
一︑
云
壱

竪
者
一︑
共
是
槐
門
貴
種
也
︒
法
会
之
面
目
︑
学
道
之
英
雄
也
︒
堂
中
僧
侶
皆
以
感
歎
︒
︵
後
略
︶

こ
の
記
事
は
維
摩
会
第
三
日
に
行
わ
れ
た
竪
義
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
大
僧
都
覚
信
が
探
題
の
任
に
あ
た
り
︑
竪
者
は
右
大

臣
源
顕
房
の
子
覚
樹
で
あ
っ
た
︒
記
主
の
藤
原
宗
忠
は
︑
探
題
の
覚
信
も
竪
者
の
覚
樹
も
み
な
﹁
槐
門
貴
種
﹂
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
︒
こ
れ

は
仏
教
界
︑
特
に
三
論
宗
に
お
け
る
学
問
の
優
越
性
に
対
し
て
︑
世
俗
の
血
統
の
尊
貴
性
を
謳
っ
た
表
現
と
い
え
る
︒
同
月
三
〇
日
︑
加
持
を
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表 『詩序集』の「貴種」用例

作品
番号

詩題 詩会の開催年 開催者 作者 内容

1
秋日同賦

湖山聞旅雁

大治�年（1127）前後

〜同�年（1130）

中務権少輔

源師能
藤原永光

「中書侍郎、風槐之

孫枝、露棘之貴種

也。」

4
九月十三夜同賦

月下多軒騎
保安�年（1121）

前加賀権守

藤原忠基

弾正少忠

平光俊

「員外刺史、早出槐

風棘露之枝葉、更韜

楊金荊玉之光輝。」

「貴種声価不光古

乎。」

5
秋夜同賦

月明妓女家
長承元年（1132）

左少弁

藤原公行

越前少掾

菅原在業

「尚書左少丞、出槐

棘之貴種、好洙泗之

遺流。」

6
秋夜同賦

月明貴賤家

嘉承�年（1107）

〜保安元年（1120）

左親衛次将

藤原忠宗
藤原茂明

「次将、稟貴種而仕

羽林、遙朝東漢三輔

之良家。」

13
秋夜同賦

南北月光明
元永�年（1119）前後

治部少輔

源俊隆
藤原惟俊

「源侍郎、以槐棘之

遺芳、賞叢条之美景。

貴種之兼材名也、慕

風誉於舜之十六族。」

14
暮秋同賦

秋景満辺塞

元永�年（1119）

〜保安�年（1121）

中務少輔

源忠宗

文章得業生

藤原永範

「中書侍郎者、出槐

庭棘路之貴種」

15
初冬同賦

林園落葉軽

大治�年（1127）

〜同�年（1129）

筑前守

藤原公章

民部大丞

藤原忠理

「刺史、貴種稟扃、

既為九棘之孫枝」

16
初冬同賦

落葉満楼台
元永元年（1118）

散位

藤原某

前文章得業生

藤原国能

「藤二千石、伝貴種

於紫棘之家」

30
冬日同賦

氷為行客鏡

永長〜長治年間

（1096〜1106）前後

少納言

藤原某

主計助

大江家国

「藤給事中、出槐棘

累代之貴種、期栄晋

以不遠。」

36
春同賦

蔭花調雅琴応教

天喜�年（1057）

〜康平�年（1061）

参議左中将

源俊房
藤原明衡

「相公……伝貴種而

重儒術、北海之劉睦

同誉。」

（「『詩序集 下』解題」（『詩序集 下』宮内庁書陵部、1975年）の表、佐藤道生「『詩序集』成立

考」（同『平安後期日本漢文学の研究』笠間書院、2003年）の〔表〕をもとに、一部修正して作成。

作品番号は上記の表による。）

平安貴族社会と「貴種」（金）
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行
っ
て
中
宮
篤
子
内
親
王
の
病
気
を
治
し
た
天
台
座
主
仁
覚
は
﹁
一
門
之
棟
梁
︑
累
葉
之
貴
種
﹂
と
称
え
ら
れ
た①
が
︑
こ
こ
で
も
仏
教
界
の
地

位
と
の
対
比
と
し
て
世
俗
の
出
自
に
﹁
貴
種
﹂
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
︒

こ
こ
で
﹁
槐
門
﹂
と
い
う
言
葉
に
注
目
し
た
い
︒
﹁
槐
﹂
は
三
公
︑
す
な
わ
ち
大
臣
を
指
し
︑
﹁
門
﹂
は
門
地
だ
か
ら
︑
槐
門
と
は
大
臣
の
家

柄
の
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
九
世
紀
の
﹁
貴
種
﹂
は
直
接
的
に
は
三
位
以
上
や
﹁
将
相
﹂
の
子
弟
を
指
し
て
︑
父
な
い
し
祖
父
の
官
位
が
基
準
と
さ

れ
た
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
︻
史
料
五
︼
に
見
え
る
﹁
貴
種
﹂
は
﹁
槐
門
﹂
な
る
家
柄
の
存
在
が
意
識
さ
れ
て
い
る
︒
い
わ
ゆ
る
大
臣
の
家
に
生

ま
れ
た
こ
と
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

こ
う
し
た
様
相
は
同
時
代
の
詩
序
か
ら
も
確
認
で
き
る
︒
平
安
中
期
か
ら
上
級
貴
族
の
邸
宅
で
は
詩
宴
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た

が
︑
詩
序
は
そ
う
し
た
宴
会
で
詠
ま
れ
た
詩
群
の
序
文
で
あ
り
︑
詩
宴
の
主
催
者
の
意
向
に
従
っ
て
︑
お
お
よ
そ
文
章
生
出
身
の
儒
者
に
よ
り

作
成
さ
れ
た②
︒
し
た
が
っ
て
︑
詩
序
に
は
主
催
者
の
上
級
貴
族
を
褒
め
称
え
る
文
言
が
必
ず
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
現
れ
た
︒
﹁
貴
種
﹂
は
そ
の

う
ち
の
ひ
と
つ
な
の
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
平
安
後
期
の
詩
序
を
集
大
成
し
た
﹃
詩
序
集③
﹄
︵
現
存
す
る
の
は
下
巻
の
み
︶
を
見
て
み
る
と
︑
下

巻
に
収
め
ら
れ
た
四
六
篇
の
詩
序
の
う
ち
﹁
貴
種
﹂
の
語
が
見
ら
れ
る
も
の
は
一
〇
篇
で
あ
る
︵
︻
表
︼
参
照
︶
︒
一
〇
五
〇
～
六
〇
年
代
に
成

立
し
た
作
品
番
号
36
を
除
け
ば
︑
い
ず
れ
も
一
一
世
紀
末
～
一
二
世
紀
初
葉
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
各
例
の
文
章
を
確
認
す
る
と
︑
﹁
風﹅

槐﹅

之
孫
枝
︑
露﹅

棘﹅

之
貴
種
﹂
︵

︶﹁
槐﹅

棘﹅

之
貴
種
﹂
︵
�
︶﹁
槐﹅

庭﹅

棘﹅

路﹅

之
貴
種
﹂
︵
14
︶﹁
貴
種
稟
飲
扃
︑
既
為
壱
九﹅

棘﹅

之
孫
枝
一
﹂
︵
15
︶﹁
伝
壱
貴
種

於
紫﹅

棘﹅

之
家
一
﹂
︵
16
︶﹁
槐﹅

棘﹅

累
代
之
貴
種
﹂
︵
30
︶
な
ど
︑
ほ
と
ん
ど
槐
︵
＝
大
臣
︶
・
棘
︵
＝
公
卿
︶
の
語
が
伴
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
特
に

﹁
紫
棘
之
家
﹂
﹁
槐
棘
累
代
之
貴
種
﹂
の
よ
う
に
︑
公
卿
の
家
︑
大
臣
や
公
卿
を
代
々
出
し
て
き
た
家
柄
の
出
身
者
を
指
す
表
現
が
目
立
つ
︒

こ
れ
ら
の
表
現
は
前
述
の
﹁
槐
門
﹂
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
一
一
世
紀
末
以
後
に
は
い
わ
ゆ
る
大
臣
・
公
卿
の
家
門
の
存
在
が
確

認
で
き
︑
そ
の
家
柄
の
子
孫
が
﹁
貴
種
﹂
と
称
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
︒

こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
︑
36
の
詩
序
に
出
て
く
る
﹁
貴
種
﹂
も
や
は
り
同
様
に
大
臣
・
公
卿
の
家
柄
の
子
孫
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
︒
実
は
︑
こ
の
36
こ
そ
本
章
の
冒
頭
で
取
り
上
げ
た
史
料
上
の
再
登
場
の
例
で
あ
る
︒
︻
史
料
六
︼
を
見
よ
う
︒
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︻
史
料
六
︼
﹃
詩
序
集
﹄
下
︑
36
﹁
七
言
春
陪
淳
風
坊
水
閣
同
賦
蔭
花
調
雅
琴
応
教
詩
一
首
幷
序④
﹂

七
言
春
陪
壱
淳
風
坊
水
閣
一
同
賦

蔭
花
調
壱
雅
琴
一
応
教
詩
一
首
︿
以
飲
春
ー
／
幷
序
﹀

淳
風
坊
裏
有
壱
一
名
区
一︒
泉
石
之
幽
奇
︑
甲
壱
于
天
下
一
之
勝
境
矣
︒
蓋
乃
源
亜
相

（
源
師
房
）

賞
壱
風
月
一
翫
壱
花
鳥
一
之
地
也
︒
爰
左
親
衛
相
公

（
源
俊
房
）

以
壱
彼
家
督
一︑
占
壱
棲
居
於

水
閣
一︑
開
壱
賞

（
賓
）席
於
林
亭
一︒
雲
客
風
人
︑
乗
飲
堅
駆
飲
良
︒
依
壱
其
招
引
一︑
忽
以
会
遇
︒
︵
中
略
︶
耆
艾
之
輩
︑
各
相
語
曰
︑
相
公
居
壱
武
職
一
而
好
壱
詩
章
一︑
東
漢

之
鄧
禹
比
飲
名
︒
伝
壱
貴
種
一
而
重
壱
儒
術
一︑
北
海
之
劉
睦
同
飲
誉
︒
︵
中
略
︶

明
衡

（
藤
原
）

学
壱
藜
床
一
而
臨
飲
老
︑
競
壱
寸

（
マ
マ
）陰

一
幾
年
︒
沉
壱
李
部
一
而
隔
飲
栄
︑
逢
飲
春
何

日
︒
慙
課
壱
魯
愚
一︑
猥
染
壱
楚
筆
一
云
尒
︒

こ
の
詩
序
は
文
章
生
出
身
で
文
章
博
士
を
歴
任
し
た
藤
原
明
衡
が
天
喜
五
年
︵
一
〇
五
七
︶
か
ら
康
平
四
年
︵
一
〇
六
一
︶
ま
で
の
間
に
執
筆

し
た
も
の
で
あ
る⑤
︒
明
衡
は
﹁
耆
艾
之
輩
﹂
の
話
を
引
い
て
︑
俊
房
が
﹁
貴
種
﹂
を
伝
え
な
が
ら
儒
術
を
重
ん
じ
て
﹁
北
海
之
劉
睦
﹂
と
誉
れ

を
同
じ
く
し
た
と
い
う
︒
劉
睦
は
北
海
王
に
封
じ
ら
れ
た
後
漢
の
宗
室
で
あ
り⑥
︑
村
上
天
皇
よ
り
三
世
で
具
平
親
王
の
孫
で
あ
る
俊
房
は
天
皇

の
後
裔
と
し
て
﹁
貴
種
﹂
を
伝
え
て
い
る
と
表
現
さ
れ
た
︒
こ
こ
に
い
う
﹁
貴
種
﹂
は
三
位
以
上
の
子
孫
と
い
う
よ
り
も
︑
天
皇
の
血
を
引
い

て
大
臣
・
公
卿
を
出
し
た
村
上
源
氏
の
家
柄
を
指
す
も
の
と
い
え
る
︒
俊
房
の
孫
に
あ
た
る
師
能
は
﹁
風
槐
之
孫
枝
︑
露
棘
之
貴
種
﹂
︵

︶

と
い
わ
れ
︑
大
臣
・
公
卿
の
家
柄
の
出
身
が
強
調
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
理
解
が
正
し
け
れ
ば
︑
﹁
貴
種
﹂
の
語
が
再
登
場
す
る
一
一
世

紀
中
葉
に
は
︑
大
臣
・
公
卿
の
家
門
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
り
︑
そ
の
家
柄
の
子
孫
が
﹁
貴
種
﹂
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
み
る
こ
と
が
可

能
で
あ
ろ
う
︒

第
二
節

﹁
貴

種
﹂
の

家

そ
れ
で
は
︑
当
時
﹁
貴
種
﹂
と
さ
れ
た
大
臣
・
公
卿
の
家
門
に
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
人
々
の
家
が
あ
っ
た
の
か
を
確
認
し
て
い
き
た
い
︒
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図一 「貴種」関連系図

（四角は【表】、下線は【史料五】に見える「貴種」とされ

た人物）

公行
1105‒1148

実行
1080‒1162

公実
1053‒1107

実季
1035‒1091

公成
999‒1043

実成
975‒1044

公季
957‒1029

公章
?‒?

通輔
1060‒1095

忠基
1101‒1156

忠教
1076‒1141

覚信
1065‒1121

忠宗
1087‒1133

家忠
1062‒1136

公房
1030‒1102

経任
1000‒1066

斉信
967‒1035

爲光
942‒992

師実
1042‒1101

頼通
992‒1074

道長
996‒1027

兼家
929‒990

師輔
908‒960

〔藤原氏〕

︻
史
料
五
︼
に
登
場
す
る
覚
信
は
関
白
藤
原
師
実
の
子⑦
で
︑
覚
樹
は
村
上
源
氏
で
右
大
臣
源
顕
房
の
息
子
で
あ
る
︒
﹃
詩
序
集
﹄
下
巻
に
﹁
貴

種
﹂
と
称
さ
れ
た
詩
宴
開
催
者
の
う
ち
︑
名
前
と
家
系
が
確
認
で
き
る
人
物
は
八
人
で
あ
る
︒
以
上
の
一
〇
人
の
家
系
を
ま
と
め
て
表
し
た
の

が
︻
図
一
︼
で
あ
る
︒
彼
ら
は
大
き
く
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
る
︒
ひ
と
つ
は
藤
原
師
輔
の
子
孫
︑
も
う
ひ
と
つ
は
村
上
天
皇
の
子
孫

に
あ
た
る
村
上
源
氏
お
よ
び
三
条
源
氏
で
あ
る
︒
前
者
の
場
合
︑
最
終
官
位
が
正
二
位
・
右
大
臣
で
あ
っ
た
藤
原
師
輔
以
来
︑
数
代
に
わ
た
っ

て
三
位
以
上
の
公
卿
に
到
達
し
た
人
々
が
続
い
て
い
る
︒
後
者
も
源
師
房
︵
最
終
官
位
は
従
一
位
・
右
大
臣
︶
と
源
基
平
︵
最
終
官
位
は
従
二
位
・

参
議
︶
に
始
ま
り
︑
そ
の
子
孫
も
公
卿
へ
進
出
し
た
︒

し
か
し
︑
大
臣
・
公
卿
の
家
と
は
言
っ
て
も
必

ず
し
も
す
べ
て
の
家
の
構
成
員
が
公
卿
に
成
り
得

た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
︒
た
と
え
ば
︑
藤
原
公
章

の
父
通
輔
は
五
位
蔵
人
の
ま
ま
三
六
歳
で
亡
く
な

り⑧
︑
源
俊
隆
の
父
師
隆
は
正
四
位
下
・
大
蔵
経
に

止
ま
っ
て
い
た⑨
︒
こ
う
し
て
公
卿
へ
の
進
出
が
父

の
代
に
途
絶
え
た
人
で
も
依
然
と
し
て
大
臣
・
公

卿
の
家
の
﹁
貴
種
﹂
と
呼
ば
れ
た
の
は
注
目
す
べ

き
点
で
あ
る
︒

一
方
︑
藤
原
氏
の
人
々
が
九
世
紀
に
﹁
貴
種
﹂

と
称
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
が
︑
こ

の
時
期
に
は
藤
原
氏
の
中
で
も
﹁
貴
種
﹂
と
呼
ば

れ
る
家
と
そ
う
で
な
い
家
が
分
か
れ
て
い
た
︒
後
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俊隆
?‒?

忠宗
?‒?

季宗
1049‒1086

師隆
1075‒1134

師忠
1054‒1114

覚樹
1079‒1139

顕房
1037‒1094

師能
?‒1155

師頼
1068‒1139

俊房
1035‒1121

源師房
1008‒1077

具平親王
964‒1009

源基平
1026‒1064

小一条院
994‒1051

三条天皇
976‒1017

冷泉天皇
950‒1011

村上天皇
926‒967

〔源氏〕

（三条源氏）

（村上源氏）

者
の
諸
家
の
面
々
を
見
せ
て
く
れ
る
の
が
︻
史
料

七
︼
で
あ
る
︒

︻
史
料
七
︼
﹃
玉
蘂
﹄
安
貞
二
年
︵
一
二
二
八
︶

正
月
一
日
条

︵
前
略
︶
右

府

（
九
条
教
実
）依

飲
召
参
壱

御
所
一︑
謁
壱

女
房
一︒

云
〔
々
ヵ
〕々
持
壱-
参
女
院
拝
礼
事
始
一
邂
逅
︒
美
福

（
藤
原
得
子
）〔
門
脱
ヵ
〕

院
拝
礼
︑

〈
鳥
羽
院
崩
之
後
︒
﹀
法
性
寺
殿

（
藤
原
忠
通
）

不
壱
参
給
一︒
七
条
院

（
藤
原
殖
子
）

拝
礼
︑
故
禅
閤

（
九
条
兼
実
）不

壱
参
給
一︒
是
非
壱
貴
種
一
之
国
母
︑

上
皇
無
壱

御
同
宿
一

之
時
︑
必
不
飲
可
飲
参
故
云
々
︒

仍
此
両
年
併
遅
参
不
参
也
︒
関
白

（
近
衛
家
実
）同
不
飲
被
飲
参
歟
︒

而
今
年
有
飲
所
飲
思
之
上
︑
建
春
門
院

（
平
滋
子
）

拝
礼
︑
上
皇

（
後
白
河
）御

壱
熊
野
一
之
間
一
所
拝
礼
︑
故
入
道

（
藤
原
兼
実
）為

壱
右
大
臣
一
参
給
︑
准
壱-
拠
佳
例
一
也
︒
加
之
︑
北
白
川
院

（
持
明
院
陳
子
）雖

飲
非
飲
可

飲

貴

〔
脱
有
ヵ
〕︒
又
高
倉
院
崩
御
後
︑
建
礼
門
院

（
平
徳
子
）

拝
礼
︑

故
内
府

（
平
宗
盛
）

被
飲
参
︑
故
入
道
殿
御
計
也
︒
公
卿
歟

〔
参
ヵ
〕美
福
・
建
春
・
七
条
・

修
明

（
藤
原
重
子
）
等

〔
門
〕

院
等
︒
但
前
執
政

人
者
猶
不
飲
可
飲
参
歟
︒
崇
重
之
故
也
︒
引
壱-
検
先
例
一
処
︑

保
元
三
年

（
一
一
五
八
）

美
福
門
院
拝
礼
︑

六
条
摂
政

（
近
衛
基
実
）

被
飲
参
︒
于
飲
時
鳥
羽
院
崩
御
之
後
也
︒

こ
の
記
事
は
安
貞
二
年
︵
一
二
二
八
︶
元
日
に
右
大
臣
九
条
教
実
が
御
所
に
行
っ
て
女
房
に
会
っ
た
時
︑
女
房
が
持
参
し
た
女
院
へ
の
拝
礼

の
先
例
に
関
し
て
記
し
た
も
の
で
あ
る
︒
栗
山
圭
子
氏
は
こ
の
史
料
に
触
れ
て
︑
院
政
期
に
お
け
る
女
院
拝
礼
の
条
件
は
﹁
国
母
た
る
こ
と
と

同
時
に
︑
院
と
の
同
宿
関
係
に
あ
る
院
正
妻
で
あ
る
こ
と
﹂
で
あ
っ
た
と
論
じ
た⑩
︒
し
か
し
︑
史
料
を
見
て
み
る
と
︑
国
母
が
﹁
貴
種
で
は
な

い
﹂
点
が
ま
ず
問
題
と
さ
れ
︑
そ
の
次
に
上
皇
と
の
同
宿
の
如
何
に
よ
り
女
院
拝
礼
が
決
定
さ
れ
て
い
る
︒
院
政
期
の
女
院
拝
礼
は
院
と
の
同
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宿
も
重
要
な
条
件
で
は
あ
る
が
︑
そ
の
前
に
国
母
の
﹁
貴
種
﹂
性
が
重
視
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

先
例
に
よ
れ
ば
︑
鳥
羽
院
崩
御
後
の
美
福
門
院
へ
の
拝
礼
の
時
︑
関
白
藤
原
忠
通
は
不
参
し
た
と
い
う
︒
ま
た
︑
七
条
院
が
国
母
で
あ
っ
た

時
の
拝
礼
に
は
関
白
の
九
条
兼
実
が
不
参
し
た
︒
国
母
が
﹁
貴
種
﹂
で
は
な
い
う
え
︑
上
皇
と
同
宿
し
て
い
な
け
れ
ば
︑
拝
礼
に
は
参
ら
な
い

こ
と
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
当
時
国
母
で
あ
っ
た
北
白
河
院
に
対
し
て
も
︑
こ
こ
両
年
は
関
白
が
拝
礼
に
遅
参
ま
た
は

不
参
し
た
︒
但
し
︑
建
春
門
院
拝
礼
と
高
倉
院
崩
御
後
の
建
礼
門
院
拝
礼
の
例
に
準
拠
し
て
︑
安
貞
二
年
に
は
拝
礼
が
考
慮
さ
れ
た
︒
以
上
で

挙
げ
ら
れ
た
人
々
は
い
ず
れ
も
﹁
貴
種
﹂
で
は
な
い
と
さ
れ
た
︒
建
春
門
院
・
建
春
門
院
は
桓
武
平
氏
で
あ
り
︑
美
福
門
院
・
七
条
院
・
北
白

河
院
は
藤
原
北
家
の
人
々
で
あ
る
︒
美
福
門
院
は
末
茂
流
の
出
身
で
﹁
諸
大
夫
女⑪
﹂
と
呼
ば
れ
た
よ
う
に
諸
大
夫
の
家
柄
に
あ
た
る
︒
一
方
︑

道
隆
流
の
七
条
院
と
頼
宗
流
の
北
白
河
院
は
系
統
を
た
ど
れ
ば
師
輔
の
子
孫
に
あ
た
る
︒
同
じ
師
輔
の
子
孫
の
中
か
ら
﹁
貴
種
﹂
と
呼
ば
れ
る

家
と
そ
う
で
な
い
家
が
分
岐
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒

も
し
そ
れ
ま
で
﹁
貴
種
﹂
と
称
さ
れ
な
か
っ
た
家
の
出
身
者
が
公
卿
に
昇
り
︑
そ
の
子
孫
が
公
卿
の
地
位
を
継
承
し
た
場
合
に
は
︑
新
た
に

﹁
貴
種
﹂
の
称
号
を
獲
得
す
る
こ
と
は
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
︻
史
料
八
︼
か
ら
そ
の
状
況
が
推
測
さ
れ
よ
う
︒

︻
史
料
八
︼
﹃
三
長
記
﹄
建
久
六
年
︵
一
一
九
五
︶
一
〇
月
六
日
条

六
日
︑
晴
︒
後
聞
︑
今
夜
日
野
入
道
中
納
言
︿
資
長

（
藤
原
）

︒
﹀
入
滅
︒
賢
息

（
兼
光
）

昇
壱

黄
門
一︑
嫡
孫

（
資
実
）

帯
壱

蘭
台
一︒
非
壱

貴
種
一

之
外
︑
存
日
見
壱

此
栄
光
一︑
且
無
壱

先
例
一︒
雖

飲
為
壱
寿
幸
人
之
命
一︑
皆
有
飲
終
︑
可
飲
悲
︒

藤
原
資
長
は
北
家
真
夏
流
に
属
す
る
日
野
家
の
人
で
あ
る
︒
父
実
光
の
最
終
官
位
は
従
二
位
・
権
中
納
言⑫
で
あ
り
︑
父
は
す
で
に
公
卿
に
列

し
て
い
た
︒
資
長
も
養
和
元
年
︵
一
一
八
一
︶
出
家
当
時
正
二
位
・
民
部
卿
に
達
し
て
い
た⑬
︒
そ
し
て
︑
資
長
の
子
兼
光
は
寿
永
二
年
︵
一
一
八

三
︶
参
議
︑
文
治
二
年
︵
一
一
八
六
︶
権
中
納
言
に
任
じ
ら
れ
︑
孫
の
資
実
は
建
久
元
年
︵
一
一
九
〇
︶
に
は
右
少
弁
︑
同
五
年
に
は
左
少
弁
に
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な
っ
た⑭
︒
こ
う
し
た
子
孫
の
栄
光
を
生
存
中
に
見
る
こ
と
は
﹁
貴
種
﹂
以
外
に
は
先
例
が
な
い
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
︑

資
長
は
﹁
貴
種
﹂
で
は
な
く
︑
父
の
代
か
ら
息
子
ま
で
数
代
に
わ
た
っ
て
公
卿
が
出
さ
れ
て
も
﹁
貴
種
﹂
と
は
称
さ
れ
な
か
っ
た
︒

以
上
︑
一
一
世
紀
後
半
以
後
の
史
料
に
見
え
る
﹁
貴
種
﹂
の
事
例
か
ら
︑
再
び
出
現
し
た
﹁
貴
種
﹂
の
性
格
の
変
化
を
読
み
取
っ
て
み
た
︒

九
世
紀
の
﹁
貴
種
﹂
が
三
位
以
上
︑
ま
た
は
公
卿
と
い
う
父
祖
の
官
位
を
基
準
と
す
る
概
念
で
あ
っ
た
の
に
対
し
︑
こ
の
時
期
の
﹁
貴
種
﹂
は

特
定
の
家
々
に
限
ら
れ
た
︒
新
た
に
公
卿
進
出
の
道
を
開
い
た
家
で
も
﹁
貴
種
﹂
に
仲
間
入
り
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
﹁
貴
種
﹂
の
地
位
を

固
定
的
に
確
保
し
た
彼
ら
の
家
系
こ
そ
﹁
﹁
貴
種
﹂
の
家
﹂
と
称
さ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
家
柄
で
あ
っ
た
︒

①

﹃
中
右
記
﹄
承
徳
二
年
︵
一
〇
九
八
︶
一
〇
月
三
〇
日
条
︒

②

佐
藤
道
生
﹁
詩
序
と
句
題
詩
﹂
︵
同
﹃
平
安
後
期
日
本
漢
文
学
の
研
究
﹄
笠
間

書
院
︑
二
〇
〇
三
年
︑
初
出
は
一
九
九
八
年
︶
一
七
三
～
一
七
四
頁
︒

③

宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
︒
下
巻
の
み
の
残
欠
本
で
︑
貞
和
五
年
︵
一
三
四
九
︶
の

写
本
で
あ
る
︒
収
録
さ
れ
た
作
品
の
執
筆
時
期
の
下
限
で
あ
る
長
承
元
年
︵
一
一

三
二
︶
秋
か
ら
さ
ほ
ど
隔
た
ら
な
い
頃
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
︒
影
印
本
が
宮
内

庁
書
陵
部
に
よ
り
一
九
七
五
年
公
刊
さ
れ
た
︒
﹃
詩
序
集
﹄
に
つ
い
て
は
︑
影
印

本
巻
末
の
解
題
お
よ
び
佐
藤
道
生
﹁
﹃
詩
序
集
﹄
成
立
考
﹂
︵
同
︑
注
②
前
掲
書
︑

初
出
は
一
九
八
五
年
︶
を
参
照
︒

④

﹃
本
朝
続
文
粋
﹄
巻
九
︑
詩
序
中
に
も
﹁
明
衡
朝
臣
蔭
花
調
雅
琴
詩
序
一
首
﹂

の
題
で
収
録
さ
れ
て
い
る
︒

⑤

佐
藤
道
生
﹁
﹃
詩
序
集
﹄
成
立
考
﹂
で
は
︑
こ
の
詩
序
の
成
立
時
期
の
上
限
を

天
喜
六
年
︵
一
〇
五
八
︶
と
し
て
い
る
︒
そ
れ
は
源
俊
房
の
参
議
任
官
日
を
天
喜

五
年
三
月
三
〇
日
と
す
る
﹃
公
卿
補
任
﹄
の
記
載
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
︒
確
か
に

﹃
公
卿
補
任
﹄
の
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
本
︵
国
史
大
系
本
の
底
本
︶
に
は
﹁
三
月

卅
日
任
﹂
と
あ
る
が
︑
三
条
西
家
本
と
九
条
家
本
に
は
﹁
二
月
卅
日
任
﹂
と
な
っ

て
お
り
︑
﹃
中
右
記
﹄
保
延
二
年
︵
一
一
三
六
︶
正
月
一
八
日
条
に
﹁
天
喜
五
年

二
月
廿
二
日
除
目
始
︑
︵
中
略
︶
卅
日
入
眼
﹂
と
見
え
る
の
で
︑
俊
房
は
天
喜
五

年
二
月
三
〇
日
参
議
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
︒
三
月
三
〇
日
に
任
官
し
た
と

す
れ
ば
︑
春
の
詩
会
は
翌
年
の
天
喜
六
年
を
上
限
と
推
定
さ
れ
る
が
︑
二
月
三
〇

日
と
な
っ
た
ら
天
喜
五
年
三
月
に
詩
会
が
開
催
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
︑
こ

こ
で
は
詩
序
作
成
時
期
の
上
限
を
天
喜
五
年
と
す
る
︒

⑥

﹃
後
漢
書
﹄
巻
一
四
︑
宗
室
四
王
三
侯
列
伝
︒

⑦

﹃
尊
卑
分
脈
﹄
摂
家
相
続
孫
︑
覚
信
︒

⑧

﹃
中
右
記
﹄
嘉
保
二
年
︵
一
〇
九
五
︶
四
月
二
四
日
条
︒

⑨

﹃
尊
卑
分
脈
﹄
村
上
源
氏
︑
師
隆
︒

⑩

栗
山
圭
子
﹁
中
世
王
家
の
存
在
形
態
と
院
政
﹂
︵
同
﹃
中
世
王
家
の
成
立
と
院

政
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
一
二
年
︑
初
出
は
二
〇
〇
五
年
︶
二
一
三
～
二
一
五
頁
︒

⑪

﹃
台
記
﹄
康
治
三
年
︵
一
一
四
四
︶
正
月
一
日
条
︒

⑫

﹃
公
卿
補
任
﹄
天
養
元
年
︵
一
一
四
四
︶
前
権
中
納
言
従
二
位
藤
実
光
︒

⑬

﹃
玉
葉
﹄
治
承
五
年
︵
一
一
八
一
︶
二
月
二
七
日
条
︒

⑭

﹃
玉
葉
﹄
寿
永
二
年
︵
一
一
八
三
︶
一
二
月
一
〇
日
条
︑
﹃
公
卿
補
任
﹄
文
治

二
年
︵
一
一
八
六
︶
権
中
納
言
従
三
位
藤
兼
光
︑
建
仁
元
年
︵
一
二
〇
一
︶
参
議

正
四
位
下
藤
資
実
︒
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図二 道隆流・頼宗流略系図

従一位
太政大臣
道長

996‒1027

正二位
内大臣
道隆

953‒995

正二位
中納言
隆家

979‒1044

正二位
内大臣
伊周

974‒1010

正二位
権大納言
経輔

1006‒1081

従三位
左京大夫
道雅

991‒1054

正三位
権中納言
良頼

1002‒1048

正四位上
修理権大夫
師信

1041‒1094

従二位
参議
良基

1024‒1075

従四位下
右中弁
師家

1027‒1058

正四位下
右京大夫
信輔
?‒1184

正三位
修理大夫
信隆

1126‒1179

正四位下
近江守
隆宗

1045‒1102

正四位下
大膳大夫
家範

1048‒1123

従二位
中納言
経忠

1075‒1138
殖子

1157‒1228

従一位
太政大臣

藤原兼家
929‒990

〔道隆流〕

七条院

第
三
章

﹁
貴
種
﹂
の
概
念
の
転
換
期

﹁
貴
種
﹂
の
家
は
い
つ
︑
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
の
か
︒
残
念
な
が
ら
︑
一
〇
世
紀
か
ら
一
一
世
紀
中
葉
に
か
け
て
の
史
料
に
は
肝
心

の
﹁
貴
種
﹂
の
語
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
︑
変
化
の
様
相
を
看
取
す
る
こ
と
は
難
し
い
︒
そ
の
た
め
︑
本
章
で
は
﹁
貴
種
﹂
の
家
の
事
例
を
よ

り
具
体
的
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
﹁
貴
種
﹂
の
家
と
そ
う
で
な
い
家
と
の
分
岐
点
︑
そ
し
て
︑
﹁
貴
種
﹂
の
新
し
い
概
念
へ
の
転
換
に
つ

い
て
解
明
す
る
こ
と
に
し
た
い
︒

と
り
あ
え
ず
︑
父
が
公
卿
に
到

達
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず

﹁
貴
種
﹂
と
呼
ば
れ
た
藤
原
公
章

と
源
俊
隆
の
例
を
見
て
み
よ
う
︒

藤
原
公
章
の
祖
父
公
房
の
極
官
は

参
議
で
あ
り
︑
師
輔
か
ら
為
光

斉
信

経
任

公
房
へ
と
つ
な
が

る
五
代
の
間
に
は
大
臣
ま
た
は
公

卿
が
出
現
し
て
い
る①
︒
と
こ
ろ
が
︑

公
章
の
父
通
輔
は
夭
折
し
た
た
め

五
位
止
ま
り
で
あ
っ
た
︒
公
章
は

五
位
の
子
息
で
あ
り
な
が
ら
依
然

と
し
て
﹁
貴
種
﹂
と
称
さ
れ
得
た
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従一位
右大臣
頼宗

993‒1065

正二位
権中納言
能季

1039‒1077

正二位
右大臣
俊家

1019‒1082

正二位
権中納言
兼頼

1014‒1063

正二位
権大納言
宗俊

1046‒1097

正四位下
常陸介
宗実

1041‒1090

正五位下
鎮守府将軍
基頼

1040‒1122

正四位下
右少将
有家
?‒?

正四位下
能登守
通基

1090‒1148

従一位
右大臣
宗忠

1062‒1141

正四位下
大蔵卿
通親
?‒?

従四位下
丹波守
通重
?‒1149

正二位
権中納言
基家

1132‒1214

従一位
太政大臣
道長

996‒1027

〔頼宗流〕

陳子
1173‒1238

北白河院

の
で
︑
為
光
流
は
遅
く
と
も
公
房

の
時
代
︑
す
な
わ
ち
一
一
世
紀
中

葉
に
は
﹁
貴
種
﹂
の
家
と
し
て
確

立
し
た
と
い
え
る
︒
源
俊
隆
の
場

合
に
も
︑
曽
祖
父
の
師
房
の
極
官

は
右
大
臣
で
︑
祖
父
師
忠
は
大
納

言
に
到
達
し
た②
の
で
︑
村
上
源
氏

の
一
門
が
﹁
貴
種
﹂
の
家
と
な
っ

た
時
の
下
限
は
同
じ
く
一
一
世
紀

中
葉
と
考
え
ら
れ
る
︒

続
い
て
︑
﹁
貴
種
﹂
で
な
い
家
の
成
立
時
期
を
確
認
す
る
こ
と
に
し
た
い
︒
︻
史
料
七
︼
に
よ
れ
ば
︑
七
条
院
と
北
白
河
院
は
﹁
貴
種
﹂
で
な

い
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
七
条
院
と
北
白
河
院
の
家
系
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
︵
︻
図
二
︼
参
照
︶
︒

ま
ず
は
七
条
院
の
道
隆
流
か
ら
見
て
み
よ
う
︒
道
隆
は
永
観
二
年
︵
九
八
四
︶
従
三
位
に
叙
さ
れ
て
公
卿
に
列
し
︑
永
祚
元
年
︵
九
八
九
︶
に

は
内
大
臣
に
任
じ
ら
れ
た③
︒
道
隆
の
子
息
の
う
ち
︑
伊
周
は
内
大
臣
に
任
じ
ら
れ
︑
隆
家
は
正
二
位
・
中
納
言
に
ま
で
達
し
た④
︒
と
こ
ろ
が
︑

長
徳
二
年
︵
九
九
六
︶
花
山
法
皇
に
矢
を
射
か
け
た
事
件
や
私
に
大
元
帥
法
を
行
っ
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
︑
伊
周
と
隆
家
は
左
遷
さ
れ
て
し
ま

っ
た⑤
︒
二
人
は
そ
の
後
朝
廷
に
復
帰
し
た
も
の
の
︑
そ
の
子
孫
か
ら
大
臣
・
公
卿
の
輩
出
は
続
か
な
か
っ
た
︒
伊
周
の
子
道
雅
は
従
三
位
か
ら

昇
進
で
き
ず
︑
そ
の
子
二
人
は
出
家
し
た
︒
隆
家
の
子
に
は
良
頼
と
経
輔
︑
孫
に
は
良
基
が
公
卿
に
列
し
た
が
︑
そ
れ
か
ら
四
位
以
下
を
最
終

官
位
と
す
る
子
孫
が
現
れ
た⑥
︒
経
輔
の
子
師
信
は
丹
後
守
・
播
磨
守
を
歴
任
し
た
が
︑
正
四
位
上
の
ま
ま
死
亡
し
た⑦
︒
師
信
の
子
経
忠
は
公
卿

に
列
し
て
従
二
位
ま
で
昇
っ
て
は
い
た
が
︑
以
前
に
周
防
守
・
安
芸
守
・
近
江
守
な
ど
受
領
の
職
を
歴
任
し
て
い
る⑧
︒
そ
の
後
も
信
輔
は
因
幡
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守
︑
信
隆
は
因
幡
守
・
伊
予
守
に
任
じ
ら
れ
る⑨
な
ど
︑
道
隆
流
の
人
々
は
受
領
の
経
歴
を
重
ね
て
い
っ
た
︒
お
そ
ら
く
経
輔
の
子
息
か
ら
﹁
貴

種
﹂
の
家
か
ら
外
れ
る
系
統
が
現
れ
た
で
あ
ろ
う
︒

次
に
北
白
河
院
は
頼
宗
流
よ
り
分
か
れ
た
持
明
院
家
の
出
身
で
あ
る
︒
頼
宗
は
道
長
の
次
男
で
︑
最
終
官
位
は
従
一
位
・
右
大
臣
で
あ
る
︒

そ
の
子
息
で
あ
る
兼
頼
・
俊
家
・
能
季
ら
は
公
卿
に
列
し
た
が
︑
俊
家
の
子
孫
を
除
い
て
は
子
や
孫
の
世
代
で
公
卿
の
進
出
は
続
か
な
か
っ
た⑩
︒

俊
家
の
子
で
も
宗
俊
の
家
系
が
代
々
大
臣
・
公
卿
を
出
す
の
み
で
︑
基
頼
は
﹁
嗜
壱
弓
馬
一
好
壱
鷹
犬
一
達
壱
武
略
一
﹂
す
る
人
物
で
︑
陸
奥
守
・
鎮

守
府
将
軍
な
ど
に
任
じ
ら
れ
た⑪
︒
子
の
通
基
は
正
四
位
下
・
能
登
守
で
︑
通
基
の
子
通
親
や
通
重
も
受
領
に
任
官
し
た
︒
同
じ
く
通
基
の
子
で

北
白
河
院
の
父
で
あ
る
基
家
は
公
卿
に
な
る
前
に
は
能
登
守
・
美
作
守
を
経
た⑫
︒
基
家
か
ら
始
ま
る
持
明
院
家
は
馬
芸
・
鷹
飼
・
小
弓
を
家
業

と
し
た
と
い
う⑬
が
︑
こ
れ
は
基
頼
に
由
来
す
る
も
の
と
い
え
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
北
白
河
院
が
非
﹁
貴
種
﹂
の
国
母
と
さ
れ
た
の
は
︑
そ
の
家

柄
が
俊
家
の
時
代
に
﹁
貴
種
﹂
か
ら
落
伍
し
た
こ
と
に
よ
る
︒

こ
う
し
て
み
る
と
︑
一
一
世
紀
中
葉
に
お
い
て
︑
大
臣
な
い
し
公
卿
を
出
し
続
け
た
こ
と
に
よ
り
そ
れ
ま
で
﹁
貴
種
﹂
と
称
さ
れ
て
き
た
家

柄
の
中
か
ら
︑
公
卿
進
出
が
難
し
く
な
っ
た
一
門
は
﹁
貴
種
﹂
の
グ
ル
ー
プ
よ
り
離
脱
し
た
と
い
え
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
時
期
に
﹁
貴
種
﹂
と

呼
ば
れ
て
い
た
﹁
貴
種
﹂
の
家
は
公
卿
へ
の
昇
進
が
続
か
な
い
場
合
に
も
そ
の
地
位
を
失
わ
な
か
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
﹁
貴
種
﹂
の
家
か
ら
非

﹁
貴
種
﹂
が
分
離
す
る
一
一
世
紀
中
葉
は
﹁
貴
種
﹂
が
家
格
と
し
て
の
性
格
を
明
確
化
し
た
時
期
な
の
で
あ
る
︒

何
故
に
﹁
貴
種
﹂
の
家
は
一
一
世
紀
中
葉
に
確
定
さ
れ
始
め
た
の
か
︒
当
時
の
貴
族
社
会
の
編
成
か
ら
そ
の
経
緯
を
推
測
し
て
み
よ
う
︒
摂

関
政
治
体
制
の
形
成
に
伴
っ
て
︑
摂
関
の
子
弟
を
中
心
と
す
る
藤
原
氏
諸
流
と
一
部
の
源
氏
が
近
衛
府
の
上
級
官
職
な
ど
を
経
る
公
卿
へ
の
昇

進
ル
ー
ト
を
独
占
し
た⑭
た
め
︑
﹁
貴
種
﹂
と
呼
ば
れ
得
る
公
卿
の
子
弟
も
摂
関
の
子
孫
と
諸
源
氏
に
限
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
︑

摂
関
・
外
戚
の
地
位
が
道
長
の
家
系
に
限
定
さ
れ
︑
天
皇
の
外
戚
関
係
と
は
関
係
な
し
に
公
卿
の
地
位
を
継
承
す
る
人
々
が
増
え
て
い
っ
た⑮
︒

摂
関
の
地
位
か
ら
排
斥
さ
れ
た
道
隆
流
の
よ
う
な
家
柄
の
公
卿
進
出
は
難
し
く
な
っ
た
一
方
︑
摂
関
と
外
戚
の
分
離
に
よ
り
︑
外
戚
関
係
を
持

た
ず
に
摂
関
の
地
位
を
継
承
す
る
摂
関
家
︑
そ
し
て
外
戚
と
し
て
太
政
大
臣
へ
の
官
途
を
確
保
す
る
諸
家
が
出
現
し
た
︒
公
卿
進
出
の
様
相
が
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変
わ
り
︑
家
格
が
成
立
し
て
貴
族
社
会
が
再
編
さ
れ
る
と
い
う
状
況
の
中
で
︑
摂
関
家
を
中
心
と
す
る
大
臣
・
公
卿
を
継
承
し
て
き
た
諸
門
流

は
︑
他
の
上
級
貴
族
の
家
柄
と
は
区
別
さ
れ
る
﹁
貴
種
﹂
の
家
と
認
識
さ
れ
︑
そ
の
家
柄
に
の
み
﹁
貴
種
﹂
の
語
が
限
定
さ
れ
た
︒
こ
こ
で

﹁
貴
種
﹂
は
家
格
の
概
念
へ
転
換
し
た
の
で
あ
る
︒

そ
の
よ
う
な
意
識
の
発
露
と
見
ら
れ
る
の
が
﹁
凡
種
﹂
の
出
現
で
あ
る
︒
藤
原
頼
長
は
日
記
﹃
台
記
﹄
で
久
安
六
年
︵
一
一
五
〇
︶
皇
后
宮

権
大
属
に
任
じ
ら
れ
た
三
善
康
光
に
触
れ
て
︑
康
光
が
﹁
其
人
雖
壱
凡
種
一︑
能
知
壱
諸
国
調
庸
等
事
一︑
感
壱
其
事
一
所
壱
奏
任
一
也
﹂
と
記
し
て
い
る⑯
︒

こ
れ
が
貴
族
の
日
記
に
お
け
る
﹁
凡
種
﹂
の
初
出
と
思
わ
れ
る
︒
﹁
貴
種
﹂
の
家
の
縮
小
化
に
続
い
て
凡
種
の
語
が
出
現
し
︑
さ
ら
に
そ
れ
が

摂
関
家
の
頼
長
に
よ
り
用
い
ら
れ
て
い
る
点
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
︒
ま
た
︑
久
寿
二
年
︵
一
一
五
五
︶
頼
長
が
左
大
臣
・
内
覧
な
ど
の
辞
職

表
を
奉
っ
た
時
︑
行
列
に
は
家
司
の
中
原
広
季
・
藤
原
知
経
︑
職
事
の
源
雅
亮
・
藤
原
憲
忠
が
参
加
し
た
が
︑
行
列
で
の
位
置
は
位
階
を
基
準

と
す
れ
ば
広
季
・
雅
亮
・
憲
忠
・
知
経
の
順
に
な
る
の
を
広
季
が
﹁
凡
種
﹂
と
称
し
て
後
ろ
に
行
く
結
果
と
な
っ
た⑰
︒
こ
の
よ
う
に
凡
種
と
い

う
家
柄
が
個
人
の
官
位
よ
り
優
先
さ
れ
る
状
況
が
う
か
が
わ
れ
る
︒
凡
種
と
対
を
な
す
一
二
世
紀
の
﹁
貴
種
﹂
が
家
柄
の
系
統
を
よ
り
強
調
さ

れ
た
の
も
推
測
で
き
る
︒

僧
侶
の
俗
世
で
の
出
身
を
表
す
た
め
に
﹁
貴
種
﹂
の
語
が
使
用
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
が
︑
僧
侶
の
﹁
貴
種
﹂
の
初
出
例
と
し

て
︻
史
料
五
︼
に
登
場
す
る
覚
信
は
摂
関
家
の
子
弟
で
あ
っ
た
︒
覚
信
は
承
保
元
年
︵
一
〇
七
四
︶
一
〇
歳
で
興
福
寺
に
入
り
︑
後
に
一
乗
院

院
主
と
な
っ
た
が
︑
そ
の
経
歴
は
﹁
摂
籙
御
子
御
壱-
下
-
向
于
当
寺
一

之
最
初
也
﹂
﹁
一
乗
院
貴
種
始
﹂
と
さ
れ
た⑱
︒
大
治
二
年
︵
一
一
二
七
︶

﹁
摂
政
殿

（
藤
原
忠
通
）

禅
師
君

（
恵
信
ヵ
）

﹂
の
法
華
会
竪
義
に
つ
い
て
︑
藤
原
宗
忠
は
﹁
就
飲
中
末
代
之
仏
法
︑
以
壱
貴
種
一
可
飲
為
壱
貫
首
一
歟
︒
無
壱
其
威
一
者
︑
難
飲
保

之
故
也
﹂
と
評
し
た⑲
が
︑
こ
こ
で
も
僧
侶
の
貴
種
は
摂
関
家
出
身
の
人
を
中
心
に
論
じ
ら
れ
た
︒
一
一
世
紀
中
葉
に
お
け
る
﹁
貴
種
﹂
の
家
の

成
立
に
伴
っ
て
転
換
さ
れ
た
﹁
貴
種
﹂
の
概
念
は
︑
ほ
ぼ
同
時
期
に
︑
同
じ
く
摂
関
家
を
中
心
と
し
て
︑
興
福
寺
を
は
じ
め
と
す
る
寺
院
社
会

に
も
持
ち
込
ま
れ
た
と
い
え
る
︒

す
る
と
︑
こ
こ
で
﹁
貴
種
﹂
の
家
の
原
型
が
一
一
世
紀
以
前
に
遡
っ
て
存
在
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
︒
﹃
釈
家
官
班
記
﹄
に
は
﹁
貴
種
﹂
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す
な
わ
ち
皇
子
・
皇
孫
・
摂
関
子
孫
・
大
臣
子
孫
の
昇
進
次
第
が
臨
時
受
戒
・
一
身
阿
闍
梨
・
僧
綱
の
順
に
記
さ
れ
て
い
る
が
︑
﹁
貴
種
﹂
の

人
が
一
身
阿
闍
梨
に
な
る
濫
觴
を
尋
禅
に
求
め
た
︒
尋
禅
は
藤
原
師
輔
の
男
で
あ
り
︑
天
延
元
年
︵
九
七
三
︶
一
身
阿
闍
梨
に
な
り
︑
同
二
年

に
は
大
臣
の
子
の
中
で
は
は
じ
め
て
僧
綱
に
な
っ
た⑳
︒
も
っ
と
も
︑
﹃
釈
家
官
班
記
﹄
は
青
蓮
院
の
尊
円
法
親
王
が
文
和
四
年
︵
一
三
五
五
︶
勅

定
に
よ
り
作
っ
た
も
の
な
の
で
︑
一
四
世
紀
の
史
料
を
根
拠
に
一
〇
世
紀
に
お
け
る
﹁
貴
種
﹂
の
家
を
想
定
す
る
の
は
難
し
い
︒
そ
れ
で
も
︑

尋
禅
を
﹁
貴
種
﹂
の
初
例
と
し
て
取
り
上
げ
た
﹃
釈
家
官
班
記
﹄
の
記
述
は
︑
摂
関
家
を
中
心
と
す
る
﹁
貴
種
﹂
の
家
の
系
統
が
藤
原
師
輔
の

子
孫
か
ら
芽
生
え
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

要
す
る
に
︑
﹁
貴
種
﹂
の
語
が
上
級
貴
族
の
家
格
を
意
味
し
︑
特
定
の
門
流
に
限
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
︑
一
一
世
紀
中
葉
以
後
の
こ

と
で
あ
っ
た
︒
﹁
貴
種
﹂
の
家
の
成
立
は
忠
平
以
降
の
藤
原
北
家
に
よ
る
摂
関
の
継
承
に
端
を
発
し
︑
そ
の
原
型
は
一
〇
世
紀
中
葉
に
ま
で
遡

及
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
︒
こ
う
し
た
概
念
の
転
換
は
摂
関
家
の
動
向
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

①

﹃
中
右
記
﹄
康
和
四
年
︵
一
一
〇
二
︶
八
月
二
九
日
条
︑
﹃
尊
卑
分
脈
﹄
為
光

公
孫
︒

②

﹃
公
卿
補
任
﹄
延
久
元
年
︵
一
〇
六
九
︶
右
大
臣
正
二
位
源
師
房
︑
康
和
二
年

︵
一
一
〇
〇
︶
大
納
言
正
二
位
源
師
忠
︒

③

﹃
公
卿
補
任
﹄
永
観
二
年
︵
九
八
四
︶
非
参
議
従
三
位
藤
道
隆
︑
﹃
小
右
記
﹄

永
祚
元
年
︵
九
八
九
︶
二
月
三
日
・
二
三
日
条
︒

④

﹃
公
卿
補
任
﹄
正
暦
五
年
︵
九
九
四
︶
内
大
臣
正
三
位
藤
伊
周
︑
長
久
五
年

︵
一
〇
四
四
︶
前
中
納
言
正
二
位
藤
隆
家
︒

⑤

﹃
小
右
記
﹄
長
徳
二
年
︵
九
九
六
︶
四
月
二
四
日
条
︒

⑥

﹃
尊
卑
分
脈
﹄
道
隆
公
孫
︒

⑦

﹃
後
二
条
師
通
記
﹄
寛
治
二
年
︵
一
〇
八
八
︶
一
一
月
二
五
日
条
︑
﹃
中
右
記
﹄

寛
治
五
年
︵
一
〇
九
一
︶
二
月
一
二
日
条
︑
同
八
年
︵
一
〇
九
四
︶
正
月
一
〇
日

条
︒

⑧

﹃
中
右
記
﹄
寛
治
四
年
︵
一
〇
九
〇
︶
一
一
月
一
七
日
条
︑
承
徳
二
年
︵
一
〇

九
八
︶
七
月
九
日
条
︑
﹃
殿
暦
﹄
元
永
元
年
︵
一
一
一
八
︶
閏
九
月
一
一
日
条
︒

⑨

﹃
兵
範
記
﹄
久
安
五
年
︵
一
一
四
九
︶
一
〇
月
二
日
条
︑
﹃
公
卿
補
任
﹄
仁
安

三
年
︵
一
一
六
八
︶
非
参
議
従
三
位
藤
信
隆
︒

⑩

﹃
尊
卑
分
脈
﹄
頼
宗
公
孫
︒

⑪

﹃
尊
卑
分
脈
﹄
頼
宗
公
孫
︑
基
頼
︑
﹃
中
右
記
﹄
長
治
元
年
︵
一
一
〇
四
︶
五

月
二
日
条
︒
﹃
尊
卑
分
脈
﹄
に
よ
れ
ば
越
前
守
・
能
登
守
・
常
陸
介
任
官
の
経
歴

も
見
ら
れ
る
︒

⑫

﹃
公
卿
補
任
﹄
承
安
二
年
︵
一
一
七
二
︶
非
参
議
従
三
位
藤
基
家
︒

⑬

﹃
尊
卑
分
脈
﹄
頼
宗
公
孫
︑
基
家
︒

⑭

笹
山
晴
生
﹁
平
安
前
期
の
左
右
近
衛
府
に
関
す
る
考
察
﹂
︵
同
﹃
日
本
古
代
衛

府
制
度
の
研
究
﹄
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
八
五
年
︑
初
出
は
一
九
六
二
年
︶
二

二
九
～
二
三
五
頁
︑
橋
本
義
彦
﹁
貴
族
政
権
の
政
治
構
造
﹂
一
〇
七
～
一
〇
八
頁
︒
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⑮

元
木
泰
雄
﹁
摂
関
政
治
の
衰
退
﹂
︵
同
﹃
院
政
期
政
治
史
研
究
﹄
思
文
閣
出
版
︑

一
九
九
六
年
︑
初
出
は
一
九
九
四
年
︶
七
六
～
七
八
頁
︒

⑯

﹃
台
記
﹄
久
安
六
年
︵
一
一
五
〇
︶
一
二
月
二
四
日
条
︒

⑰

﹃
台
記
﹄
久
寿
二
年
︵
一
一
五
五
︶
四
月
二
七
日
条
︒

⑱

﹃
大
乗
院
日
記
目
録
﹄
一
︑
承
保
元
年
︵
一
〇
七
四
︶
条
︑
﹃
簡
要
類
聚
鈔
﹄

第
一
︵
﹃
一
乗
院
文
書
︵
抄
︶

京
都
大
学
国
史
研
究
室
蔵

﹄
京
都
大
学

国
史
研
究
室
︑
一
九
八
一
年
︶
院
主
次
第
︑
﹃
興
福
寺
別
当
次
第
﹄
巻
一
︑
覚
信

大
僧
都
︒

⑲

﹃
中
右
記
﹄
大
治
二
年
︵
一
一
二
七
︶
一
〇
月
三
日
条
︒

⑳

﹃
釈
家
官
班
記
﹄
下
巻
︑
貴
種
昇
進
次
第
・
一
身
阿
闍
梨
事
︑
﹃
僧
綱
補
任
抄

出
﹄
上
︑
天
延
二
年
︵
九
七
四
︶
︑
尋
禅
︒

お

わ

り

に

以
上
︑
本
稿
で
は
﹁
貴
種
﹂
と
い
う
言
葉
の
出
現
と
歴
史
的
変
遷
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
︒
﹁
貴
種
﹂
は
王
臣
家
の
台
頭
と
時
を
同
じ
く

し
て
九
世
紀
に
初
め
て
出
現
し
た
︒
そ
れ
は
臣
下
と
し
て
の
貴
族
官
人
の
官
位
秩
序
に
基
づ
い
て
︑
三
位
以
上
な
い
し
公
卿
の
子
弟
を
意
味
す

る
表
現
で
あ
っ
た
︒
親
王
・
内
親
王
や
源
氏
も
﹁
貴
種
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
︑
そ
れ
は
天
皇
の
血
を
引
く
こ
と
に
よ
り
付
け
ら
れ
た
称
号
で

は
な
か
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
﹁
貴
種
﹂
は
古
代
か
ら
始
ま
り
︑
平
安
貴
族
社
会
の
形
成
に
伴
っ
て
現
れ
た
概
念
で
あ
っ
た
︒

一
〇
世
紀
に
入
っ
て
王
臣
家
の
勢
力
は
初
期
権
門
に
発
展
し
︑
藤
原
氏
と
源
氏
を
中
心
と
す
る
平
安
貴
族
社
会
が
編
成
さ
れ
︑
公
卿
に
昇
る

人
々
も
ほ
と
ん
ど
藤
原
氏
と
源
氏
に
集
中
さ
れ
て
い
っ
た
︒
一
一
世
紀
中
葉
以
後
︑
﹁
貴
種
﹂
の
語
は
家
格
と
し
て
の
性
格
を
帯
び
る
よ
う
に

な
り
︑
摂
関
家
を
は
じ
め
と
す
る
限
ら
れ
た
少
数
の
家
柄
の
み
が
﹁
貴
種
﹂
と
称
さ
れ
た
︒
中
世
貴
族
層
の
家
格
と
さ
れ
る
公
達
・
諸
大
夫①
に

比
べ
て
み
る
と
︑
﹁
貴
種
﹂
の
家
は
諸
大
夫
層
を
含
ま
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
︑
公
達
家
の
範
囲
と
も
一
致
せ
ず
︑
一
部
の
公
達
家
に
限
ら
れ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
の
時
期
の
﹁
貴
種
﹂
は
︑
王
家
や
摂
関
家
な
ど
中
世
権
門
貴
族
の
身
分
と
し
て
定
着
す
る
の
で
あ
る
︒

権
門
の
身
分
と
し
て
の
﹁
貴
種
﹂
は
︑
貴
族
社
会
の
み
な
ら
ず
︑
他
の
権
門
勢
力
で
も
共
有
さ
れ
る
身
分
構
成
の
要
素
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
︒
寺
院
社
会
に
お
け
る
僧
侶
の
﹁
貴
種
﹂
の
存
在
か
ら
も
そ
の
様
相
が
う
か
が
わ
れ
る
︒
た
だ
︑
こ
こ
で
武
家
権
門
の
貴
種
が
問
題
と
な

る
︒
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貴
種
の
語
は
武
家
の
棟
梁
・
将
軍
や
武
士
の
身
分
を
論
ず
る
際
に
頻
繁
に
使
用
さ
れ
る
言
葉
で
も
あ
る②
︒
武
家
権
門
は
中
世
権
門
体
制
を
構

成
す
る
勢
力
の
ひ
と
つ
で
︑
そ
の
成
立
は
古
代
か
ら
中
世
へ
の
転
換
期
の
中
で
重
要
な
出
来
事
で
あ
る
︒
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
︑
武
家
の
貴

種
を
貴
族
社
会
の
秩
序
と
は
無
関
係
の
も
の
と
見
做
し
た
り
︑
貴
族
の
身
分
に
依
拠
し
な
が
ら
相
対
化
さ
れ
た
概
念
と
し
て
理
解
し
た
り
し
て

き
た
︒
こ
れ
も
ま
た
貴
族
社
会
の
﹁
貴
種
﹂
と
の
関
係
を
十
分
に
考
慮
し
て
︑
総
合
的
な
理
解
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
が
︑
本
稿
の
検
討
に
よ
れ
ば
︑
平
安
時
代
を
通
し
て
﹁
貴
種
﹂
と
称
さ
れ
る
よ
う
な
武
士
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
え
る
︒
実
際
︑

平
安
時
代
の
史
料
に
は
武
士
を
﹁
貴
種
﹂
と
称
し
た
例
は
見
ら
れ
ず
︑
平
家
や
源
氏
将
軍
家
も
貴
族
社
会
の
基
準
か
ら
す
れ
ば
﹁
貴
種
﹂
の
名

称
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
武
家
の
棟
梁
や
将
軍
の
家
柄
の
尊
貴
性
が
貴
族
社
会
の
身
分
秩
序
と
は
異
な
る
相
対
的
な
基
準
に
よ
る
も
の
で

あ
る
と
す
れ
ば
︑
中
世
社
会
に
お
い
て
武
家
権
門
の
位
置
づ
け
︑
そ
し
て
将
軍
家
の
家
格
︑
他
権
門
と
の
身
分
関
係
に
つ
い
て
も
考
察
す
る
必

要
が
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
問
題
点
は
今
後
の
課
題
と
し
て
検
討
し
て
い
き
た
い
︒

①

玉
井
力
﹁
﹁
院
政
﹂
支
配
と
貴
族
官
人
層
﹂
︵
同
﹃
平
安
時
代
の
貴
族
と
天
皇
﹄

岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
〇
年
︑
初
出
は
一
九
八
七
年
︶
八
二
頁
︒

②

た
と
え
ば
安
田
元
久
氏
は
﹃
吾
妻
鏡
﹄
治
承
四
年
︵
一
一
八
〇
︶
八
月
二
六
日

条
の
三
浦
義
明
の
発
言
を
挙
げ
て
︑
源
家
の
嫡
流
を
貴
種
と
し
て
尊
重
す
る
当
時

の
現
象
か
ら
河
内
源
氏
の
貴
族
的
性
格
を
指
摘
し
て
い
る
︒
︵
﹁
武
士
団
の
形
成
﹂

﹃
岩
波
講
座
日
本
歴
史
�

古
代
�
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
六
二
年
︑
一
五
八
～
一

五
九
頁
︶
上
横
手
雅
敬
氏
も
同
じ
記
事
か
ら
貴
種
が
単
な
る
血
統
の
高
貴
さ
を
意

味
す
る
も
の
で
は
な
く
﹁
中
央
国
家
の
然
る
べ
き
地
位
に
つ
い
た
経
験
が
あ
る
﹂

棟
梁
の
門
閥
の
出
身
者
と
み
た
︒
︵
﹁
鎌
倉
幕
府
と
公
家
政
権
﹂
同
﹃
鎌
倉
時
代
政

治
史
研
究
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
一
年
︑
初
出
は
一
九
七
五
年
︑
五
頁
︶
他
に

も
川
合
康
氏
の
﹁
武
家
の
天
皇
観
﹂
︵
同
﹃
鎌
倉
幕
府
成
立
史
の
研
究
﹄
校
倉
書

房
︑
二
〇
〇
四
年
︑
初
出
は
一
九
九
五
年
︶
︑
野
口
実
氏
の
﹁
豪
族
的
武
士
団
の

成
立
﹂
︵
元
木
泰
雄
編
﹃
日
本
の
時
代
史



院
政
の
展
開
と
内
乱
﹄
吉
川
弘
文

館
︑
二
〇
〇
二
年
︶
な
ど
︑
頼
朝
と
武
家
の
棟
梁
の
貴
種
性
に
関
わ
る
論
考
は
枚

挙
に
い
と
ま
が
な
い
︒

﹇
付
記
﹈
本
稿
は
︑
二
〇
一
四
年
度
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
修
士
論
文
の
一
部
を
も
と
に
︑
日
本
史
研
究
会
古
代
史
部
会
︵
二
〇
一
五
年
六
月
二
二

日
︶
お
よ
び
古
代
史
サ
マ
ー
セ
ミ
ナ
ー
︵
群
馬
︑
二
〇
一
五
年
八
月
二
二
日
︶
報
告
で
の
コ
メ
ン
ト
や
議
論
を
踏
ま
え
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
︒
ご
意
見
︑

ご
教
示
を
く
だ
さ
っ
た
方
々
に
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
る
︒

︵
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
︶
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The Aristocracy in the Heian Period and Kishu (Noble Birth)

by

KIM Hyunkyung

Kishu 貴種 (noble birth) is used as a term while discussing the class

structure of Medieval Japan. This term is related to the theory of kenmon

taisei (the system of governance by several powerful families) proposed by

Toshio Kuroda. It is said that kishu is the primary social class for a group of

leaders from powerful aristocratic families, and prescribed by the standard

of an official rank. However, although Kuroda brought the word kishu from

historical records in the medieval period, it is also found from 9th century

documents. In the aspect of ancient Japanese history, kishu is considered as

the word concerning the lineage of the Emperor. The relationship between

ancient and medieval concepts of kishu has not been argued at all.

Establishing a consistent understanding of kishu is important for a

discussion of the turning point in Japanese history, a serious change from

the ancient society to the medieval one. In this article, I clarify the meaning

and the indicated target of kishu using examples of historical records during

the Heian period, especially shijo(preface of poems) which was rarely used in

historical researches, so that new findings on families and the family status

in Japanʼs medieval age can be provided.

The first appearance of kishu in historical documents is in the early 9th

century. It is used by a scholar-nobleman who used to be a monjōshō

(student of literary studies in the Imperial University), as a meaning of

ʻoffsprings of 3rd court rank officers or higher.ʼ It is determined that the

word kishu came from literature and history books of ancient China, which

were textbooks for monjōshōs. According to those examples, it is found that

kishu was relevant to the blood of noblemen who had high court rank. It

does not apply to the Imperial family.

However, Sugawara no Michizane, a scholar-nobleman with a monjōshō

career, was using the word kishu in a different way in the late 9th century

document. He called a daughter of the Emperor as kishu, so that a member

of the Imperial family was treated like offsprings of high rank noblemen.

Each of 3rd court rank officers or higher was given his own domestic
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governing institution, and it was same for sons and daughters of the

Emperor. Those families were called Ōshinkes, which were so powerful that

they began to have influence over the appointment of monjōshōs in the early

9th century, when the word kishu first appeared. Therefore, considering the

actual situation at that time, kishu indicated descendants of Ōshinkes as

powerful families.

After that, the word kishu did not appear until the middle of 11th century.

It is remarkable that kishu is not shown during the Sekkan period. In the

late 11th century, the first example of kishu was found from a diary of a

nobleman, used with the word kaimon (family of the minister). Compared to

the 9th century, kishu was focused on a certain family, not the personal court

rank. Many examples of kishu in shijos of the 11th~12th centuries are found

with words like families of ministers or court nobles. In other words,

descendants from families of ministers or court nobles were called kishu.

A family of ministers or court nobles is a group of people who have their

ancestors of ministers or court nobles. If a member of that family is not in a

position of court noble, he could still be called kishu. On the contrary, even

though a person who does not belong to the family of kishu became a court

noble of high rank, his family could not get the name of kishu.

Unfortunately, it is difficult to find out when the family of kishu was

established, because we lack historical records in the Sekkan period.

However, if we search the last generation of court nobles in a family of kishu

and the first person who could not reach the position of court nobles as an

ancestor of a non-kishu family, they were people in the middle of 11th

century. At that time, the meaning of the word kishu as a family status

became clarified. It was because Fujiwara Sekkan family declined and found

it hard to produce many court nobles. In contrast, members of other families

obtained promotion to become court nobles. Therefore, the word kishu

became limited to families around the Sekkan family. And there is some

possibility that the concept of kishu as a family status was started to be

made from 10th century, when offsprings of Fujiwara no Morosuke

prospered.

It is said that family status in the medieval Japan existed, such as kindachi

(able to be court nobles) and shotaifu (under court nobles). Kishu was a

different status from kindachi, and it became the name of the social class for

powerful families of the Heian aristocracy.
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